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議案第１２号

上尾市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部

を改正する条例の制定について

 上尾市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改

正する条例を次のように定める。  

  令和７年２月１７日提出

 上尾市長   畠  山   稔

上尾市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部

を改正する条例

 上尾市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１８

年上尾市条例第３２号）の一部を次のように改正する。  

題名を次のように改める。

上尾市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例

 第１条中「市の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の技術」を「情報通信技術を活用し

た行政の推進について、情報通信技術」に、「行うことができるようにする

ための共通する」を「手続等を行うために必要となる」に、「市民」を「手

続等に係る関係者」に、「を図るとともに、」を「並びに」に、「に資する」

を「を図り、もって市民生活の向上に寄与する」に改める。  

 第２条第３号中「市の機関」を「市の機関等」に、「又はこれら」を「、

これら」に改め、「もの」の次に「又は市が設置する公の施設を管理する地

方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者」を加え、同条第５号

中「図形等」を「図形その他の」に改め、同条第８号から第１１号までの規

定中「市の機関」を「市の機関等」に改める。  

第３条第１項中「市の機関は、」を削り、「規定により」を「規定におい

て」に、「としている」を「その他のその方法が規定されている」に、「市

の執行機関が」を「規則で」に改め、「より、」の次に「規則で定める」を

加え、「市の機関の」を「市の機関等の」に、「申請等をする者」を「その

手続等の相手方」に改め、「いう。」の次に「以下同じ。」を加え、「使用

して行わせる」を「使用する方法により行う」に改め、同条第２項中「前項

の規定」を「前項の電子情報処理組織を使用する方法」に、「を書面等によ
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り行うものとして規定した申請等に関する」を「に関する他の」に、「規定

する書面等」を「規定する方法」に改め、「みなして、」の次に「当該条例

等その他の」を加え、同条第３項中「の規定」を「の電子情報処理組織を使

用する方法」に、「同項の市の機関」を「当該申請等を受ける市の機関等」

に、「当該市の機関」を「当該市の機関等」に改め、同条第４項中「第１項

の場合において、市の機関は、」を「申請等のうち」に、「規定により」を

「規定において」に、「としているもの」を「が規定されているものを第１

項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等」に

改め、「かかわらず、」の次に「電子情報処理組織を使用した個人番号カー

ド（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードをい

う。第７条において同じ。）の利用その他の」を加え、「市の執行機関が」

を「規則で」に、「当該署名等に代えさせる」を「代える」に改め、同条に

次の２項を加える。  

５  申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において収入印紙を

もってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第１

項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の

納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるも

のをもってすることができる。  

６  申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、

申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場

合その他の当該申請等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法

により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とし

て規則で定める場合には、規則で定めるところにより、当該申請等のうち

当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、

第２項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等（第６項の規

定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第５項までに

おいて同じ。）」とする。  

第４条第１項中「市の機関は、」を削り、「規定により」を「規定におい

て」に、「としている」を「その他のその方法が規定されている」に、「市
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の執行機関が」を「規則で」に改め、「より、」の次に「規則で定める」を

加え、「（市の機関の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用

に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）」

を削り、「使用して」を「使用する方法により」に改め、同項に次のただし

書を加える。  

  ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する

方法により受ける旨の規則で定める方式による表示をする場合に限る。  

 第４条第２項中「前項の規定」を「前項の電子情報処理組織を使用する方

法」に、「を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する」を

「に関する他の」に、「規定する書面等」を「規定する方法」に改め、「み

なして、」の次に「当該条例等その他の」を加え、同条第３項中「の規定」

を「の電子情報処理組織を使用する方法」に、「同項の」を「当該」に改め、

同条第４項中「第１項の場合において、市の機関は、」を「処分通知等のう

ち」に、「規定により」を「規定において」に、「としているもの」を「が

規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う

場合には、当該署名等」に、「市の執行機関が」を「規則で」に改め、「当

該署名等に」を削り、同条に次の１項を加える。  

５  処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があ

る場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要がある

ものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第１項の電子情報処理組

織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部

分がある場合として規則で定める場合には、規則で定めるところにより、

当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用す

る。この場合において、第２項中「行われた処分通知等」とあるのは、

「行われた処分通知等（第５項の規定により前項の規定を適用する部分に

限る。以下この項から第４項までにおいて同じ。）」とする。  

 第５条第１項中「市の機関は、」を削り、「規定により」を「規定におい

て」に、「としている」を「が規定されている」に、「市の執行機関が」を

「規則で」に改め、「書面等の縦覧等に代えて」を削り、「の縦覧等を」を

「により」に改め、同条第２項中「前項の規定」を「前項の電磁的記録に記

録されている事項又は書類」に、「を書面等により行うものとして規定した
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縦覧等に関する」を「に関する他の」に、「に規定する」を「により」に改

め、「みなして、」の次に「当該条例等その他の」を加える。  

 第６条第１項中「市の機関は、」を削り、「規定により」を「規定におい

て」に、「としている」を「が規定されている」に、「市の執行機関が」を

「規則で」に改め、「書面等の作成等に代えて」を削り、「の作成等を」を

「により」に改め、同条第２項中「前項の規定」を「前項の電磁的記録」に、

「を書面等により行うものとして規定した作成等に関する」を「に関する他

の」に、「に規定する」を「により」に改め、「みなして、」の次に「当該

条例等その他の」を加え、同条第３項中「第１項の場合において、市の機関

は、」を「作成等のうち」に、「規定により」を「規定において」に、「と

しているもの」を「が規定されているものを第１項の電磁的記録により行う

場合には、当該署名等」に、「市の執行機関が」を「規則で」に改め、「当

該署名等に」を削る。  

 第７条を次のように改める。  

 （添付書面等の省略）  

第７条  申請等をする者に係る住民票の写しその他の規則で定める書面等で

あって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添

付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわ

らず、市の機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用

した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ

規則で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当

該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することが

できる場合には、添付することを要しない。  

 第９条中「この条例」の次に「に定めるもののほか、この条例」を加え、

「市の執行機関が」を「規則で」に改め、同条を第１０条とする。  

 第８条の見出しを「（情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の

公表）」に改め、同条中「市の機関が」を削り、「使用して行わせ、又は」

を「使用する方法により」に改め、「できる」の次に「市の機関等に係る」

を加え、「情報通信の技術の利用」を「情報通信技術を活用した行政の推進」

に改め、同条を第９条とする。  

 第７条の次に次の１条を加える。  
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 （市による情報システムの整備等）  

第８条  市は、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る情報システム

（以下単に「情報システム」という。）の整備に当たっては、申請等及び

申請等に基づく処分通知等の電子情報処理組織を使用する方法による実施、

申請等に係る書面等の添付の省略、当該情報システムを利用した迅速な情

報の授受並びに当該情報システムの共用の推進を図るために必要な措置を

講じるよう努めなければならない。  

２  市は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報シ

ステムの安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければな

らない。  

３  市は、第１項の規定による情報システムの整備に当たっては、これと併

せて当該情報システムを利用して行われる手続等及びこれに関連する事務

の簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めなければならない。  

   附  則  

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

本市における行政手続のオンライン化を推進するため、情報通信技術を

利用した手続に関し所要の改正を行いたいので、この案を提出する。
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議案第１３号

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例の制定について

 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を

次のように定める。  

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例

  第１編  関係条例の一部改正

 （上尾市職員の給与に関する条例等の一部改正）  

第１条  次に掲げる条例の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。

(1) 上尾市職員の給与に関する条例（昭和３０年上尾市条例第１４号）第

１６条の３第３号及び第４号並びに第１６条の４第１項第１号及び第３

項第１号  

(2) 上尾市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４２

年上尾市条例第１３号）第４条第１号

(3) 教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和４４年上尾市条例第５

号）第５条の２第３号及び第４号並びに第５条の３第１項第１号及び第

３項第１号

 （上尾市職員の分限に関する条例の一部改正）  

第２条  上尾市職員の分限に関する条例（昭和３０年上尾市条例第１７号）

の一部を次のように改正する。

  第６条第１項及び附則第６項中「禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。

 （上尾市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正）

第３条  上尾市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和

３９年上尾市条例第２８号）の一部を次のように改正する。

  第６条第１号中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改める。

 （上尾市情報公開・個人情報保護審査会条例等の一部改正）  

第４条  次に掲げる条例の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。

(1) 上尾市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１２年上尾市条例第

-6-



 

９号）第１６条  

 (2) 上尾市土砂等のたい積の規制に関する条例（平成１４年上尾市条例第

３３号）第２２条及び第２３条  

 (3) 上尾市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年上尾市条例第

２８号）附則第３条第３項及び第４項  

 (4) 上尾市議会の個人情報の保護に関する条例（令和４年上尾市条例第３

８号）第５３条から第５５条まで  

  第２編  経過措置  

   第１章  通則  

 （罰則の適用等に関する経過措置）  

第５条  この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例によ

る。  

２  この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前

の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しく

は廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合におい

て、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第

６７号。以下「刑法等一部改正法」という。）第２条の規定による改正前

の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項において「旧刑法」とい

う。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のものに

限る。以下この項において同じ。）、旧刑法第１３条に規定する禁錮（以

下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）

又は旧刑法第１６条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれ

るときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を

同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。  

（人の資格に関する経過措置）  

第６条  拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従

前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若し

くは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の

規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられ

た者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せら

れた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者
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とみなす。

第２章  刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等

に伴う経過措置

（上尾市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

第７条  刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係法律の整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）並びにこの条例

（以下これらを「刑法等一部改正法等」という。）の施行前に犯した禁錮

以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、

第１条第１号の規定による改正後の上尾市職員の給与に関する条例第１６

条の４第１項（第１号に係る部分に限る。）及び第３項（第３号に係る部

分に限る。）の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき

起訴をされた者とみなす。  

（教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

第８条  刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）

が定められている罪につき起訴をされた者は、第１条第３号の規定による

改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例第５条の３第１項（第１

号に係る部分に限る。）及び第３項（第３号に係る部分に限る。）の規定

の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみ

なす。  

第３章  その他

（経過措置の規則への委任）  

第９条  この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要

な経過措置は、規則で定める。

附  則

 この条例は、刑法等一部改正法の施行の日（令和７年６月１日）から施行

する。  
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提案理由

刑法の一部改正に伴い、関係条例について所要の改正を行いたいので、

この案を提出する。
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議案第１４号  

上尾市市民活動支援センター条例の一部を改正する条例の制定につい

て  

 上尾市市民活動支援センター条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。  

令和７年２月１７日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

   上尾市市民活動支援センター条例の一部を改正する条例  

上尾市市民活動支援センター条例（平成２２年上尾市条例第２号）の一部

を次のように改正する。  

第５条第１号中「土曜日」を「金曜日」に改め、同条第２号中「日曜日」

の次に「及び土曜日」を加える。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年１０月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の上尾市市民活動支援センター条例第５条の規定

は、この条例の施行の日以後の上尾市市民活動支援センターの利用につい

て適用し、同日前の上尾市市民活動支援センターの利用については、なお

従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市市民活動支援センターの土曜日の利用状況を踏まえ、利用時間を

変更したいので、この案を提出する。
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議案第１５号

 上尾市監査委員に関する条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市監査委員に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

上尾市監査委員に関する条例の一部を改正する条例

 上尾市監査委員に関する条例（昭和３９年上尾市条例第３５号）の一部を

次のように改正する。  

 第９条中「第２３３条第２項」を「第１５０条第５項、第２３３条第２項」

に改める。  

 附  則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

提案理由

地方自治法に基づく内部統制の実施に伴い、所要の改正を行いたいの

で、この案を提出する。
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議案第１６号

上尾市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい

て

上尾市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定め

る。  

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（上尾市職員の給与に関する条例の一部改正）  

第１条  上尾市職員の給与に関する条例（昭和３０年上尾市条例第１４号）

の一部を次のように改正する。

  第２条中「災害派遣手当」の次に「（武力攻撃災害等派遣手当及び特定

新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。）」を加える。  

  第８条第１項中「次項第１号及び第３号から第６号まで」を「次項第２

号から第５号まで」に、「扶養親族たる配偶者、父母等」を「扶養親族た

る父母等」に改め、同条第２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第

３号から第６号までを１号ずつ繰り上げ、同条第３項中「扶養親族たる配

偶者、父母等」を「扶養親族たる父母等」に、「前項第２号」を「前項第

１号」に、「１万円」を「１万３，０００円」に改める。  

  第９条第１項中「扶養親族たる配偶者、父母等」を「扶養親族たる父母

等」に、同項第２号中「前条第２項第３号若しくは第５号」を「前条第２

項第２号若しくは第４号」に改め、同条第２項及び第３項中「扶養親族た

る配偶者、父母等」を「扶養親族たる父母等」に改める。  

  第９条の２第２項中「１００分の６」を「１００分の８」に改める。

  第１０条の２第２項第１号及び第３号中「５万５，０００円」を「１５

万円」に改める。  

  第１６条第２項中「週休日等以外の日の午前零時から午前５時までの間」

を「午後１０時から翌日の午前５時までの間（週休日等に含まれる時間を

除く。）」に改め、同条第３項各号列記以外の部分中「定める額」の次に

「（前２項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して市規則で定める勤

務にあっては、その額に１００分の１５０を乗じて得た額）」を加え、同
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項第１号中「（当該勤務に従事する時間等を考慮して市規則で定める勤務

にあっては、その額に１００分の１５０を乗じて得た額）」を削る。  

  第１６条の５の２第１項中「災害応急対策又は災害復旧のため」を「災

害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第３２条第１項（武力攻撃事

態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１

１２号）第１５４条（同法第１８３条において準用する場合を含む。）又

は新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第２

６条の８において読み替えて準用する場合を含む。）又は大規模災害から

の復興に関する法律（平成２５年法律第５５号）第５６条第１項の規定に

より、市に」に改める。  

  第１６条の７中「、第７条の２から第９条まで並びに第９条の３」を「

並びに第７条の２から第９条まで」に改める。  

  別表第１を次のように改める。

別表第１（第３条関係）  

  給料表

職
員
の
区
分

職務

の級  
１級  ２級  ３級  ４級  ５級  ６級  ７級  

号給 給料  

月額  

給料  

月額  

給料  

月額  

給料  

月額  

給料  

月額  

給料  

月額  

給料  

月額  

円 円 円 円 円 円 円

1 183,500 265,300 321,300 355,200 408,300 410,800 422,100 

2 184,600 266,300 323,100 356,900 410,200 413,300 425,200 

3 185,800 267,300 324,900 358,500 412,100 415,600 428,300 

4 186,900 268,300 326,600 360,100 413,900 418,000 431,400 

5 188,000 269,300 328,300 361,700 415,700 420,500 434,500 

6 189,700 270,300 330,000 363,500 417,500 422,900 437,600 

7 191,300 271,300 331,700 365,000 419,300 424,800 440,700 

8 192,900 272,300 333,400 366,600 421,100 426,900 443,800 

9 194,500 273,300 335,000 368,000 422,700 429,000 446,900 

10 196,200 274,300 336,700 369,600 424,200 431,200 450,000 
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定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員

11 197,800 275,300 338,400 371,200 425,700 433,100 453,100 

12 199,400 276,400 340,000 372,700 427,200 435,200 456,200 

13 201,000 277,400 341,500 374,600 428,700 437,300 459,300 

14 202,700 278,700 343,100 376,500 430,000 439,200 462,400 

15 204,400 280,000 344,700 378,400 431,300 440,900 465,500 

16 206,100 281,200 346,200 380,200 432,500 442,700 468,600 

17 207,400 282,500 347,600 381,700 433,700 444,600 471,600 

18 209,000 283,800 349,300 383,500 435,000 446,500 474,600 

19 210,600 285,000 350,900 385,200 436,300 448,300 477,600 

20 212,100 286,200 352,500 386,800 437,500 450,100 480,600 

21 213,600 287,300 353,700 388,500 438,700 451,900 483,600 

22 215,200 288,500 355,200 389,900 439,500 453,600 486,700 

23 216,800 289,800 356,700 391,300 440,300 455,400 489,400 

24 218,400 291,100 358,200 392,700 441,100 456,900 492,500 

25 220,000 292,400 359,900 394,100 441,700 458,300 495,500 

26 221,700 293,400 361,700 395,300 442,300 459,800 498,600 

27 223,000 294,400 363,400 396,500 442,900 461,200 501,300 

28 224,300 295,500 365,100 397,500 443,500 462,500 503,600 

29 225,600 296,600 366,500 398,600 444,200 463,800 505,900 

30 226,700 297,800 367,800 399,800 445,000 465,000 508,200 

31 227,800 298,900 369,000 400,900 445,400 466,000 510,200 

32 228,900 300,100 370,400 402,000 446,100 466,700 511,600 

33 230,000 301,300 371,500 402,700 446,600 467,400 513,100 

34 231,500 302,600 372,400 403,400 447,000 468,100 514,500 

35 233,000 303,900 373,400 404,100 447,400 468,800 515,700 

36 234,500 305,200 374,500 404,800 447,800 469,500 

37 236,000 306,500 375,300 405,400 448,200 470,100 

38 237,500 307,800 376,200 406,000 448,600 470,700 

39 239,000 309,100 377,100 406,500 449,000 471,200 

40 240,500 310,400 377,900 406,900 449,300 471,800 
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41 242,000 311,700 378,700 407,300 449,600 472,400 

42 243,400 313,000 379,500 407,500 450,000 473,000 

43 244,800 314,300 380,300 407,800 450,300 473,500 

44 246,200 315,400 381,000 408,100 450,600 

45 247,400 316,300 381,700 408,400 450,900 

46 248,600 317,600 382,400 408,700 

47 249,800 318,900 383,100 409,000 

48 251,000 320,200 383,800 409,300 

49 252,100 321,400 384,300 409,500 

50 253,200 322,700 384,900 409,800 

51 254,300 323,900 385,500 410,100 

52 255,400 325,100 386,200 410,400 

53 256,400 326,400 386,600 410,600 

54 257,400 327,500 387,200 410,900 

55 258,400 328,600 387,800 411,200 

56 259,400 329,700 388,300 411,500 

57 260,400 330,400 388,700 411,700 

58 261,300 331,300 389,300 412,000 

59 262,200 332,000 389,900 412,300 

60 263,100 332,800 390,400 412,500 

61 263,900 333,600 390,800 412,700 

62 264,700 334,000 391,300 413,000 

63 265,500 334,600 391,800 413,300 

64 266,300 335,300 392,400 413,500 

65 267,000 336,100 392,700 413,700 

66 267,800 336,800 393,100 414,000 

67 268,600 337,500 393,500 414,300 

68 269,300 338,100 393,900 414,500 

69 270,000 338,600 394,200 414,700 

70 270,800 339,200 394,500 415,000 
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71 271,600 339,700 394,800 415,300 

72 272,300 340,300 395,000 415,500 

73 273,000 340,600 395,200 415,700 

74 273,800 341,100 395,500 

75 274,600 341,500 395,800 

76 275,300 341,900 396,000 

77 276,000 342,300 396,200 

78 276,700 342,800 396,500 

79 277,400 343,300 396,800 

80 278,100 343,800 397,000 

81 278,800 344,100 397,200 

82 279,500 344,500 397,500 

83 280,200 344,900 397,800 

84 280,900 345,300 398,000 

85 281,500 345,600 398,200 

86 282,200 346,000 

87 282,800 346,400 

88 283,500 346,800 

89 284,100 347,000 

90 284,800 347,400 

91 285,400 347,800 

92 286,100 348,200 

93 286,700 348,400 

94 348,800 

95 349,200 

96 349,500 

97 349,800 

98 350,200 

99 350,600 

100 351,000 
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101 351,500 

102 351,900 

103 352,300 

104 352,700 

105 353,200 

106 353,600 

107 353,900 

108 354,200 

109 354,700 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

基準給

料月額

基準給

料月額

基準給

料月額

基準給

料月額

基準給

料月額

基準給

料月額

基準給

料月額

  円

219,500 

円  

260,000 

円  

294,900 

円  

320,600 

円  

362,700 

円  

396,200 

円  

448,000 

（上尾市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）  

第２条  上尾市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和４５

年上尾市条例第１０号）の一部を次のように改正する。

  第５条第２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第５号

までを１号ずつ繰り上げる。

  第１７条中「及び第５条の３」を削り、同条の次に次の１条を加える。

  （雑則）

第１８条  この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

（上尾市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正）  

第３条  上尾市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年上尾

市条例第１５号）の一部を次のように改正する。

  第８条の２第１項中「第３項及び」を「次項及び第３項並びに」に改め、

同条第２項中「３歳に満たない子」を「小学校就学の始期に達するまでの

子」に改め、同条第４項中「第３項及び」を「次項及び第３項並びに」に、

「第２項中「３歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、
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当該子を養育する」とあり、」を「並びに第２項」に改める。

  第１５条第１項中「定める者」の次に「（第１９条において「配偶者等」

という。）」を加え、同条第３項中「第１１条」を「第１１条第１項」に

改める。  

第１９条を第２０条とし、第１８条の次に次の１条を加える。

（勤務環境の整備に関する措置等）  

第１９条  任命権者は、職員からの当該職員が配偶者等が当該職員の介護を

必要とする状況に至ったことの申出及び仕事と介護との両立に資する制度

又は措置の請求が円滑に行われるよう勤務環境の整備に関し必要な措置等

を講じなければならない。  

附  則

（施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第１０項の規定

は、公布の日から施行する。

 （号給の切替え）  

２  令和７年４月１日（以下この項及び次項において「切替日」という。）

の前日において第１条の規定による改正前の上尾市職員の給与に関する条

例（以下「改正前の給与条例」という。）別表第１の給料表の適用を受け

ていた職員の切替日における号給（以下「新号給」という。）は、切替日

の前日においてその者が属していた職務の級（以下「旧級」という。）及

び切替日の前日においてその者が受けていた号給（以下「旧号給」とい

う。）に応じて附則別表に定める号給とする。  

（切替日前の異動者の号給の調整）  

３  切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準

ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にす

る異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、

市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。  

（職員が受けていた号給等の基礎）  

４  前２項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属して

いた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与

条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければな
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らない。  

（扶養手当に関する経過措置）

５  令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間における第１条の規

定による改正後の上尾市職員の給与に関する条例（以下「改正後の給与条

例」という。）第８条及び第９条の規定の適用については、改正後の給与

条例第８条第２項中「次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者及び配偶

者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。）」と、同条第３項中「３，５００円）」とあるのは「３，５００

円）、扶養親族たる配偶者については３，０００円（６級職員にあっては、

零）」と、「１万３，０００円」とあるのは「１万１，５００円」と、改

正後の給与条例第９条中「扶養親族たる父母等」とあるのは「扶養親族た

る父母等及び扶養親族たる配偶者」とする。  

６  令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間における第２条の規

定による改正後の上尾市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

第５条の規定の適用については、同条第２項中「次に掲げる者」とあるの

は、「次に掲げる者及び配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。）」とする。  

（地域手当に関する経過措置）  

７  令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間における改正後の給

与条例第９条の２第２項の規定の適用については、同項中「１００分の８」

とあるのは、「１００分の７」とする。  

（通勤手当に関する経過措置）  

８  改正後の給与条例第１０条の２第２項第１号及び第３号の規定は、令和

７年４月１日以後を始期とする支給単位期間（同条第５項に規定する支給

単位期間をいう。以下同じ。）の通勤手当について適用し、同日前を始期

とする支給単位期間の通勤手当については、なお従前の例による。  

（管理職員特別勤務手当に関する経過措置）  

９  改正後の給与条例第１６条第２項及び第３項の規定は、令和７年４月１

日以後に命じられた勤務について適用し、同日前に命じられた勤務につい

ては、なお従前の例による。  

（上尾市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経
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過措置）  

１０  この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の日を時間外勤

務の制限に係る期間の開始の日とする第３条の規定による改正後の上尾市

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第８条の２第２項の規定によ

る請求（３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行

うものに限る。）を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定

めるところにより、当該請求を行うことができる。  

（市規則への委任）  

１１  第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要

な事項は、市規則で定める。

 （上尾市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）  

１２  上尾市職員の育児休業等に関する条例（平成４年上尾市条例第１９号）

の一部を次のように改正する。

第１６条第３項中「第６１条第３２項において読み替えて準用する同条

第２９項」を「第６１条の２第２０項」に改める。  

（上尾市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改

正）  

１３  上尾市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和

４年上尾市条例第３０号）の一部を次のように改正する。

附則第１０条第９項中「、第７条の２から第９条まで並びに第９条の３」

を「並びに第７条の２から第９条まで」に改める。  

附則別表（附則第２項関係）  

職員の号給の切替表

旧号給 新号給

２級  ３級  ４級  ５級  ６級  ７級  ２級  ３級  ４級  ５級  ６級  ７級  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 

4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 

5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 
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6 6 6 6 6 6 2 1 1 1 1 1 

7 7 7 7 7 7 3 1 1 1 1 1 

8 8 8 8 8 8 4 1 1 1 1 1 

9 9 9 9 9 9 5 1 1 1 1 1 

10 10 10 10 10 10 6 1 1 1 1 1 

11 11 11 11 11 11 7 1 1 1 1 1 

12 12 12 12 12 12 8 1 1 1 1 1 

13 13 13 13 13 13 9 1 1 1 1 1 

14 14 14 14 14 14 10 1 1 1 1 1 

15 15 15 15 15 15 11 1 1 1 1 1 

16 16 16 16 16 16 12 1 1 1 1 1 

17 17 17 17 17 17 13 1 1 1 1 1 

18 18 18 18 18 18 14 1 1 1 1 1 

19 19 19 19 19 19 15 1 1 1 1 1 

20 20 20 20 20 20 16 1 1 1 1 2 

21 21 21 21 21 21 17 1 1 1 1 3 

22 22 22 22 22 22 18 2 1 1 1 4 

23 23 23 23 23 23 19 3 1 1 1 5 

24 24 24 24 24 24 20 4 1 1 1 6 

25 25 25 25 25 25 21 5 1 1 1 7 

26 26 26 26 26 26 22 6 2 1 1 8 

27 27 27 27 27 27 23 7 3 1 1 9 

28 28 28 28 28 28 24 8 4 1 1 10 

29 29 29 29 29 29 25 9 5 1 1 11 

30 30 30 30 30 30 26 10 6 1 1 12 

31 31 31 31 31 31 27 11 7 1 1 13 

32 32 32 32 32 32 28 12 8 1 2 14 

33 33 33 33 33 33 29 13 9 1 3 15 

34 34 34 34 34 34 30 14 10 1 4 16 

35 35 35 35 35 35 31 15 11 1 5 17 
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36 36 36 36 36 36 32 16 12 1 6 18 

37 37 37 37 37 37 33 17 13 1 7 19 

38 38 38 38 38 38 34 18 14 1 8 20 

39 39 39 39 39 39 35 19 15 1 9 21 

40 40 40 40 40 40 36 20 16 1 10 22 

41 41 41 41 41 41 37 21 17 1 11 23 

42 42 42 42 42 42 38 22 18 2 12 24 

43 43 43 43 43 43 39 23 19 3 13 25 

44 44 44 44 44 44 40 24 20 4 14 26 

45 45 45 45 45 45 41 25 21 5 15 27 

46 46 46 46 46 46 42 26 22 6 16 28 

47 47 47 47 47 47 43 27 23 7 17 29 

48 48 48 48 48 48 44 28 24 8 18 30 

49 49 49 49 49 49 45 29 25 9 19 31 

50 50 50 50 50 50 46 30 26 10 20 32 

51 51 51 51 51 51 47 31 27 11 21 33 

52 52 52 52 52 52 48 32 28 12 22 34 

53 53 53 53 53 53 49 33 29 13 23 35 

54 54 54 54 54 50 34 30 14 24 

55 55 55 55 55 51 35 31 15 25 

56 56 56 56 56 52 36 32 16 26 

57 57 57 57 57 53 37 33 17 27 

58 58 58 58 58 54 38 34 18 28 

59 59 59 59 59 55 39 35 19 29 

60 60 60 60 60 56 40 36 20 30 

61 61 61 61 61 57 41 37 21 31 

62 62 62 62 62 58 42 38 22 32 

63 63 63 63 63 59 43 39 23 33 

64 64 64 64 64 60 44 40 24 34 

65 65 65 65 65 61 45 41 25 35 
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66 66 66 66 66 62 46 42 26 36 

67 67 67 67 67 63 47 43 27 37 

68 68 68 68 68 64 48 44 28 38 

69 69 69 69 69 65 49 45 29 39 

70 70 70 70 70 66 50 46 30 40 

71 71 71 71 71 67 51 47 31 41 

72 72 72 72 72 68 52 48 32 42 

73 73 73 73 73 69 53 49 33 43 

74 74 74 74 70 54 50 34 

75 75 75 75 71 55 51 35 

76 76 76 76 72 56 52 36 

77 77 77 77 73 57 53 37 

78 78 78 78 74 58 54 38 

79 79 79 79 75 59 55 39 

80 80 80 80 76 60 56 40 

81 81 81 81 77 61 57 41 

82 82 82 82 78 62 58 42 

83 83 83 83 79 63 59 43 

84 84 84 84 80 64 60 44 

85 85 85 85 81 65 61 45 

86 86 86 82 66 62 

87 87 87 83 67 63 

88 88 88 84 68 64 

89 89 89 85 69 65 

90 90 90 86 70 66 

91 91 91 87 71 67 

92 92 92 88 72 68 

93 93 93 89 73 69 

94 94 94 90 74 70 

95 95 95 91 75 71 
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提案理由

人事院勧告に準じて、市職員の給与に関し所要の改正を行いたいので、

この案を提出する。  

96 96 96 92 76 72 

97 97 97 93 77 73 

98 98 94 78 

99 99 95 79 

100 100 96 80 

101 101 97 81 

102 102 98 82 

103 103 99 83 

104 104 100 84 

105 105 101 85 

106 102 

107 103 

108 104 

109 105 

110 106 

111 107 

112 108 

113 109 
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議案第１７号

上尾市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい

て

上尾市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定め

る。  

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例

 （上尾市職員の旅費に関する条例の一部改正）  

第１条  上尾市職員の旅費に関する条例（昭和４９年上尾市条例第９号）の

一部を次のように改正する。

  第１条中「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第５項」

を「地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項」に改め、

「旅行する」の次に「一般職の」を加える。  

  第２条第１項第１号中「第６条」を「（昭和２５年法律第２６１号）第

６条第１項」に改め、同項第３号中「配偶者（」の次に「職員の死亡の当

時、」を加え、「、職員の死亡の当時」を削り、「を含む」を「又は職員

と性別が同一である者で当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備

える社会生活を営む関係を有していたと認められるものを含む。次条第２

項において同じ」に改め、同号を同項第７号とし、同号の次に次の１号を

加える。  

(8 ) 旅行役務提供者  旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）

第６条の４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他の規則で定め

る者（以下この号において「旅行業者等」という。）であって、市と

旅行役務提供契約（旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の

規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅

行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを

約する契約をいう。次条第８項において同じ。）を締結したものをい

う。  

  第２条第１項第２号中「職員については」を「場合又は任命権者若しく

はその委任を受けた者（以下「旅行命令権者」という。）が認める場合に
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は」に、「又は居所」を「、居所その他規則で定める場所」に改め、「離

れて」の次に「旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所、居

所その他規則で定める場所を離れて」を加え、同号を同項第４号とし、同

号の次に次の２号を加える。  

(5 ) 赴任  転任を命ぜられた職員の転任に伴う移転のため旧在勤官署か

ら新在勤官署への旅行であって規則で定めるものをすることをいう。

(6 ) 帰住  職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はそ

の遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

第２条第１項第１号の次に次の２号を加える。  

(2 ) 内国旅行  本邦（本州、北海道、四国、九州及び規則で定めるその

附属の島の存する領域をいう。次号及び次条第２項において同じ。）

における旅行をいう。  

(3 ) 外国旅行  本邦と外国（本邦以外の領域（公海を含む。）をいう。

以下この号及び次条第２項において同じ。）との間における旅行及び

外国における旅行をいう。

第２条第２項を削る。

 第３条第１項中「職員が」を「一般職の職員（以下単に「職員」という。

）が」に、「出張した」を「出張し、又は赴任した」に改め、同条第２項

を次のように改める。  

２  職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該

当する場合には、当該各号に定める者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休

職（以下この条及び第２２条において「退職等」という。）となった

場合（当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。）  当該職

員  

(2 ) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員

の遺族

(3 ) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死

亡の日の翌日から３月以内にその居住地を出発して帰住したとき  当

該職員の遺族  

(4 ) 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦
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に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となっ

た場合（当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。）  当該

職員  

(5 ) 職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のた

めの外国旅行中に死亡した場合  当該職員の遺族

(6 ) 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺

族（配偶者及び子に限る。）がその死亡の日の翌日から３月以内にそ

の居住地を出発して帰住したとき  当該職員の遺族  

(7 ) 外国在勤の職員の配偶者又は子が、当該職員の在勤地において死亡

し、又は規則で定める外国旅行中に死亡した場合  当該職員

  第３条第５項中「及び第３項」を「、第２項、第４項及び第５項」に、

「交通機関等の事故」を「天災その他規則で定める事情」に改め、同項を

同条第７項とし、同条第４項を削り、同条第３項中「依頼」の次に「又は

要求」を、「ため」の次に「、証人、鑑定人、参考人、通訳等として」を

加え、同項を同条第４項とし、同項の次に次の２項を加える。  

５  第１項、第２項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例

に特別の定めがある場合その他市が費用を支弁して旅行させる必要があ

る場合には、旅費を支給する。  

６  第１項、第２項及び前２項の規定により旅費の支給を受けることがで

きる者が、次条第３項の規定により旅行命令等の変更（取消しを含む。

同項及び同条第４項並びに第５条において同じ。）を受け、又は死亡し

た場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額

のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるも

のを旅費として支給することができる。  

  第３条第２項の次に次の１項を加える。  

３  職員が前項第１号の規定に該当する場合において、地方公務員法第１

６条各号若しくは第２９条第１項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる

事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規

定による旅費は、支給しない。  

  第３条に次の１項を加える。  

８  第１項、第２項及び第４項から第６項までに規定する場合において、
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市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額がある

ときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅

行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うこと

ができる。  

  第４条第１項を次のように改める。  

次の各号に掲げる旅行は、当該各号に定める区分により、旅行命令権

者の発する旅行命令又は旅行依頼（以下この条及び次条において「旅行

命令等」という。）によって行われなければならない。  

(1) 前条第１項の規定に該当する旅行  旅行命令

(2) 前条第４項の規定に該当する旅行  旅行依頼

第４条第３項中「を変更する必要」を「の変更をする必要」に、「これ

を変更する」を「その変更をする」に改め、同条第４項及び第５項を次の

ように改める。  

４  旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行

命令簿又は旅行依頼簿（以下この条において「旅行命令簿等」という。）

に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知

してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は

記録をするいとまがない場合には、この限りでない。  

５  前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった

場合には、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に同項に定める事項の記

載又は記録をしなければならない。  

第４条に次の１項を加える。  

６  前２項に規定する手続が電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第７条第５項及び第

６項において同じ。）により処理された場合は、当該処理は、これらの

規定によってなされたものとみなす。  

  第５条第１項中「変更された」を「変更を受けた」に、「本条」を「こ

の条」に改める。

  第６条を削る。

  第７条中「旅費は」の次に「、旅行に要する実費を弁償するためのもの

として第８条に定める種目及び第９条から第２０条までに定める内容に基
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づき」を加え、「の旅費により」を「によって」に改め、同条ただし書中

「によって」を「により」に改め、同条を第６条とする。  

  第８条から第１０条までを削る。  

  第１１条第１項中「するもの」の次に「並びに旅費に相当する金額の支

払を受けようとする旅行役務提供者」を、「請求書」の次に「（当該請求

書に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第５項におい

て同じ。）を含む。以下この条において同じ。）」を加え、「書類を」を

「資料を」に、「これを当該旅費の支払をする者（以下「支払担当者等」

という。）」を「市長」に、「添付書類」を「資料」に、「旅費額」を「

旅費又は旅費に相当する金額」に、「その旅費の」を「その旅費又は旅費

に相当する金額の」に、「金額の」を「支給又は」に改め、同条第２項中

「者は」を「旅行者は」に改め、同条第３項中「支払担当者等」を「市長」

に改め、同条第４項中「添付書類」を「資料」に、「及び様式」を「又は

記録事項」に、「前２項」を「第２項及び第３項」に改め、「期間」の次

に「その他の必要な事項」を加え、同項を同条第７項とし、同条第３項の

次に次の３項を加える。  

４  市長は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた

旅行者が第２項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前

項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、市長がその後

においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概

算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引くことができ

る。  

５  第１項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁

的方法をもって提出することができる。  

６  前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われた

ときは、市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記

録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。  

  第１１条を第７条とし、同条の次に次の４条を加える。  

（旅費の種目）  
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第８条  旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、

包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及

び死亡手当とする。  

（鉄道賃）  

第９条  鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条

第１項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法（大正１０年法

律第７６号）第１条第１項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当

するものその他規則で定めるものをいう。第１２条において同じ。）を

利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号か

ら第６号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払う

ものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額

とする。この場合において、第１号に掲げる運賃の額の上限は、規則で

定める額とする。  

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

（船賃）  

第１０条  船賃は、船舶（海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２

条第２項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれ

に相当するものその他規則で定めるものをいう。第１２条において同じ。

）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２

号から第５号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支

払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合

計額とする。この場合において、第１号に掲げる運賃の額の上限は、規

則で定める額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金
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  (4) 特別船室料金  

  (5) 前各号に掲げる費用に付随する費用  

（航空賃）  

第１１条  航空賃は、航空機（航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２

条第１８項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国における

これに相当するものその他規則で定めるものをいう。次条において同じ。

）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２

号及び第３号に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払う

ものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額

とする。この場合において、第１号に掲げる運賃の額の上限は、規則で

定める額とする。  

  (1) 運賃  

  (2) 座席指定料金  

  (3) 前２号に掲げる費用に付随する費用  

 第１２条から第２０条までを次のように改める。  

（その他の交通費）  

第１２条  その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動

に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第５号まで

に掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。）の額（第３

号に掲げる費用の額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める額）

の合計額とする。  

  (1 ) 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに掲げる

一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車に

より乗合旅客の運送を行うものに限る。）の用に供する自動車（外国

におけるこれに相当するものを含む。）を利用する移動に要する運賃  

  (2 ) 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の

用に供する自動車（外国におけるこれに相当するものを含む。）その

他の旅客を運送する交通手段（前号に規定する自動車を除く。）を利

用する移動に要する運賃  

  (3 ) 職員又は職員の親族等が所有する自家用自動車（割賦販売法（昭和

３６年法律第１５９号）第７条の規定により割賦販売業者に未だ所有
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権が留保されているもの及びリース契約により使用権のあるものを含

む。）を利用して移動する費用として規則で定めるもの  

(4 ) 前３号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第８０条第１

項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車（外国におけ

るこれに相当するものを含む。）の賃料その他の移動に直接要する費

用   

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

（宿泊費）  

第１３条  宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の

実情を勘案して規則で定める額（次条において「宿泊費基準額」という。

）とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で

定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。  

（包括宿泊費）  

第１４条  包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払わ

れる費用とし、その額は、当該移動に係る第９条から第１２条までの規

定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。  

（宿泊手当）  

第１５条  宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費

用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める一夜当

たりの定額とする。  

（転居費）  

第１６条  転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第１８条第１項第１

号ア若しくはイ又は同項第２号ア若しくはイに規定する場合の家族の転

居に要する費用を含む。）とし、その額は、転居の実態を勘案して規則

で定める方法により算定される額とする。  

（着後滞在費）  

第１７条  着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、

その額は、内国旅行にあっては５夜分を、外国旅行にあっては１０夜分

を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に

相当する額とする。  

（家族移転費）  
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第１８条  家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その

額は、次に掲げる額とする。

(1) 内国旅行にあっては、次に掲げる額

ア 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限

る。以下ア及びイ並びに次号アからウまでにおいて同じ。）を職員

の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転

をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当

及び着後滞在費の合計額に相当する額  

イ アに規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日

から３月以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの

間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住

地）に移転する場合には、アの規定に準じて算定した額  

(2) 外国旅行にあっては、次に掲げる額

ア 赴任の際任命権者の許可を受け、家族を職員の新居住地に移転す

る場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算

定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び渡

航雑費の合計額に相当する額  

イ アに規定する場合に該当せず、かつ、赴任後任命権者の許可を受

け、赴任を命ぜられた日の翌日から３月以内に家族を職員の居住地

（赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当

該赴任後における職員の新居住地）に移転する場合には、アの規定

に準じて算定した額  

ウ アに規定する場合に該当せず、かつ、本邦から外国に赴任後任命

権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から３月以内に家族

を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転す

る場合には、前号アの規定に準じて算定した額  

エ 外国に赴任後任命権者の許可を受け、家族（ア又はイに規定する

許可を受け移転した者であって同居しているものに限る。）を本邦

に移転する場合には、アの規定に準じて算定した額  

２  旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情があ

る場合には、前項第１号イ又は第２号イ若しくはウに規定する期間を延
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長することができる。

（渡航雑費）  

第１９条  渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種

に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに

入出国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とす

る。  

（死亡手当）  

第２０条  死亡手当は、職員又はその配偶者若しくは子の外国における死

亡（第３条第２項第５号又は第７号に規定する場合に限る。）に伴う諸

雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案し

て規則で定める定額とする。  

  第２１条中「の職務にある」を「に属する」に、「前各条」を「第９条

から前条まで」に改める。

  第２２条を次のように改める。

  （退職者等の旅費）  

第２２条  第３条第２項第１号又は第４号の規定により支給する旅費は、

退職等の日の翌日から３月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦

への帰住について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

２  前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、

転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを

加えるものとする。  

３  旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第１

項に規定する期間を延長することができる。  

第２５条中「この条例の実施について」を「この条例に定めるもののほ

か、この条例の規定による旅費の支給の手続、旅費の種目及び内容に係る

細則その他この条例の実施のため」に改め、同条を第２８条とする。  

  第２４条中「任命権者」を「市長」に改め、同条を第２６条とし、同条

の次に次の１条を加える。  

  （旅費の返納）  

第２７条  市長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づ

く規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受
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けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。  

２  旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給

を受けた場合には、市長は、前項に規定する返納に代えて、市長がその

後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当

該旅費に相当する金額を差し引くことができる。  

３  前項に規定する給与の種類は、規則で定める。  

  第２３条中「任命権者」を「市長」に、「公用の交通機関、宿泊施設等

を利用して旅行した」を「市以外の者から旅費の支給を受ける」に、「当

該旅行」を「旅行」に改め、同条に次の１項を加える。  

２  市長は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅

費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅

行の性質上困難である場合には、規則で定める旅費を支給することがで

きる。  

 第２３条を第２５条とし、第２２条の次に次の２条を加える。  

 （遺族等の旅費）  

 第２３条  第３条第２項第２号、第３号又は第５号から第７号までの規定

により支給する旅費（死亡手当に係るものを除く。）は、出張又は赴任

の例に準じて規則で定めるものとする。  

（旅費の支給額の上限）  

第２４条  鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（家族移転費のうち

これらに相当する部分を含む。）に係る旅費の支給額は、第９条各号、

第１０条各号、第１１条各号及び第１２条各号に掲げる各費用について、

当該各条及び第６条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、

当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。  

２  宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当する部分

を除く。）、家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）及び渡航

雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第１３条、第１４条、

第１６条、第１７条、第１８条第１項及び第１９条並びに第６条の規定

により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれ

か少ない額を合計した額とする。  

 別表を削る。  
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（上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正）  

第２条  上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例（昭和３１年上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。

  第２条中「別表第１」を「別表」に改める。

第４条及び第５条を次のように改める。  

（重複支給の禁止）  

第４条  市の職員（特別職の職員を除く。）が特別職の職員を兼ねる場合

には、報酬を支給しない。ただし、一般職の職員がその正規の勤務時間

以外の時間に規則で定める特別職の職員の職務を行った場合は、この限

りでない。  

  （費用弁償）  

第５条  特別職の職員が公務のため旅行した場合には、費用弁償として旅

費を支給する。  

２  特別職の職員（第１条の２第２３号及び第４３号から第５８号までに

掲げる者を除く。）が招集に応じ、市の区域内において会議に出席した

場合又は職務に従事した場合における旅費の支給額は、通常要する費用

の額を勘案して規則で定める１日当たりの定額とする。  

３  前項に定めるもののほか、第１項の規定により支給する旅費の額につ

いては、市長及び副市長の給与等に関する条例（昭和４４年上尾市条例

第２号）第１条に規定する市長等に支給する旅費の例による。  

４  前２項に定めるもののほか、第１項の規定により支給する旅費につい

ては、上尾市職員の旅費に関する条例（昭和４９年上尾市条例第９号）

第３条第１項に規定する一般職の職員に支給する旅費の例による。  

  第６条中「費用弁償の支給方法」を「旅費の支給の手続、旅費の種目及

び内容に係る細則」に、「施行に関し」を「実施のため」に改める。

別表第２を削り、別表第１を別表とする。

 （証人等の実費弁償に関する条例の一部改正）  

第３条  証人等の実費弁償に関する条例（昭和３７年上尾市条例第１号）の

一部を次のように改正する。

  第１条中「別表により」を削り、同条に次の１項を加える。
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２  前項の規定により支給する実費弁償の額は、一般職の職員に支給する

旅費の例による。  

  第２条を次のように改める。

  （実費弁償の返納）  

第２条  前条第１項各号に掲げる者がこの条例又はこれに基づく規則の規

定に違反して実費弁償の支給を受けた場合には、当該実費弁償を返納さ

せなければならない。  

  別表を削る。  

 （市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正）  

第４条  市長及び副市長の給与等に関する条例（昭和４４年上尾市条例第２

号）の一部を次のように改正する。

  第６条を次のように改める。

  （旅費）  

第６条  市長等が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。  

２  上尾市職員の旅費に関する条例（昭和４９年上尾市条例第９号）第３

条第２項、第３項及び第６項から第８項まで、第６条から第１５条まで、

第１９条、第２０条、第２２条から第２５条まで並びに第２７条の規定

は、前項の規定による旅費の支給について準用する。この場合において、

必要な技術的読替えは、規則で定める。  

本則に次の１条を加える。  

  （委任）  

第７条  この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給

の手続、旅費の種目及び内容に係る細則その他この条例の実施のため必

要な事項は、規則で定める。  

別表を削る。  

 （上尾市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正）  

第５条  上尾市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４

４年上尾市条例第３号）の一部を次のように改正する。

  第６条を次のように改める。

  （費用弁償）  

第６条  議員等が職務のため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支
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給する。  

２  議員等が議会の招集に応じて会議に出席した場合又は常任委員会、議

会運営委員会若しくは特別委員会に出席した場合（上尾市議会委員会条

例（昭和４５年上尾市条例第１９号）第１５条の２第３項の規定により

委員会に出席したものとみなされたときを除く。）における旅費の支給

額は、１日につき２，０００円とする。  

３  前項に規定するもののほか、第１項の規定により支給する旅費につい

ては、市長及び副市長の給与等に関する条例（昭和４４年上尾市条例第

２号）第１条に規定する市長等に支給する旅費の例による。  

別表を削る。  

 （教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正）  

第６条  教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和４４年上尾市条例第

５号）の一部を次のように改正する。

  第６条を次のように改める。

  （旅費）  

第６条  教育長が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。  

２  前項の規定により支給する旅費の額については、市長及び副市長の給

与等に関する条例（昭和４４年上尾市条例第２号）第１条に規定する市

長等に支給する旅費の例による。  

３  前項に定めるもののほか、第１項の規定により支給する旅費について

は、上尾市職員の旅費に関する条例（昭和４９年上尾市条例第９号）第

３条第１項に規定する一般職の職員に支給する旅費の例による。  

  別表を削る。  

（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の

一部改正）  

第７条  外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条

例（平成３年上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。

  第６条中「国家公務員等の旅費に関する法律（昭和２５年法律第１１４

号）に規定する外国旅行の旅費のうち赴任の場合に支給されることとなる

旅費」を「上尾市職員の旅費に関する条例（昭和４９年上尾市条例第９号）

に規定する赴任」に改める。  
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   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

（上尾市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

２  第１条の規定による改正後の上尾市職員の旅費に関する条例（以下「新

旅費条例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後に新旅費条例第２条第４号に規定する旅行命令権者が新旅費

条例第４条第１項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新旅費条例第３

条第５項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日

前に第１条の規定による改正前の上尾市職員の旅費に関する条例（以下

「旧旅費条例」という。）第４条第１項に規定する旅行命令権者が旧旅費

条例第３条第４項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従

前の例による。ただし、施行日前に旧旅費条例第４条第１項に規定する旅

行命令権者が旧旅費条例第３条第４項に規定する旅行命令等を発し、かつ、

施行日以後に新旅費条例第２条第４号に規定する旅行命令権者が新条例第

４条第３項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新旅

費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分に

ついて適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分につい

ては、なお従前の例による。  

３  新旅費条例第３条第２項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若し

くは休職（以下この項において「退職等」という。）となった場合又は死

亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した

場合については、なお従前の例による。  

４  新旅費条例第３条第６項及び第７項の規定は、これらの項に規定する者

が同条第１項、第２項、第４項及び第５項の規定により旅費の支給を受け

ることができる場合について適用し、旧旅費条例第３条第１項、第２項、

第４項及び第５項の規定により旅費の支給を受けることができる場合につ

いては、なお従前の例による。  

５  新旅費条例第２７条の規定は、新旅費条例又はこれに基づく規則の規定

に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。  

（上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

-39-



一部改正に伴う経過措置）  

６  第２条の規定による改正後の上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例（以下「新特別職報酬条例」という。）第５条

の規定は、施行日以後に同条第３項においてその例によることとされる新

旅費条例第２条第４号に規定する旅行命令権者が新特別職報酬条例第５条

第３項においてその例によることとされる新旅費条例第４条第１項に規定

する旅行命令等を発する旅行に係る費用弁償の支給について適用し、施行

日前に第２条の規定による改正前の上尾市特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例（以下「旧特別職報酬条例」という。）第

５条第３項においてその例によることとされる旧旅費条例第４条第１項に

規定する旅行命令権者が旧特別職報酬条例第５条第３項においてその例に

よることとされる旧旅費条例第３条第４項に規定する旅行命令等を発した

旅行に係る費用弁償の支給については、なお従前の例による。ただし、施

行日前に旧特別職報酬条例第５条第３項においてその例によることとされ

る旧旅費条例第４条第１項に規定する旅行命令権者が旧特別職報酬条例第

５条第３項においてその例によることとされる旧旅費条例第３条第４項に

規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第５条第３項にお

いてその例によることとされる新旅費条例第２条第４号に規定する旅行命

令権者が新特別職報酬条例第５条第３項においてその例によることとされ

る新旅費条例第４条第３項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行に

係る費用弁償の支給については、新特別職報酬条例第５条の規定は、当該

旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅

行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例に

よる。  

７  新特別職報酬条例第１条に規定する特別職の職員が施行日前に招集に応

じ、市の区域内において会議に出席したとき、又は職務に従事したときに

係る費用弁償の支給については、旧特別職報酬条例第４条の規定は、なお

その効力を有する。  

（証人等の実費弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

８  第３条の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、

施行日以後に市の機関の請求により出頭し、又は参加した者に対して支給
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する実費弁償について適用し、施行日前に市の機関の請求により出頭し、

又は参加した者に対して支給する実費弁償については、なお従前の例によ

る。  

（市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

９  第４条の規定による改正後の市長及び副市長の給与等に関する条例第６

条の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施

行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適

用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了し

た旅行については、なお従前の例による。  

（上尾市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に

伴う経過措置）  

１０  第５条の規定による改正後の上尾市議会の議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例第６条の規定は、施行日以後に議会の招集に応じて会議

に出席した場合又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会に出

席した場合（上尾市議会委員会条例（昭和４５年上尾市条例第１９号）第

１５条の２第３項の規定により委員会に出席したものとみなされたときを

除く。以下この項において同じ。）及び施行日以後に完了する旅行を行っ

た場合に係る費用弁償（旅行を行った場合にあっては、当該旅行のうち施

行日以後の期間に対応する分に限る。）の支給について適用し、施行日前

に議会の招集に応じて会議に出席した場合又は常任委員会、議会運営委員

会若しくは特別委員会に出席した場合及び施行日前に出発した旅行を行っ

た場合に係る費用弁償（旅行を行った場合にあっては、当該旅行のうち施

行日前の期間に対応する分に限る。）の支給については、なお従前の例に

よる。  

（教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

１１  第６条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例

第６条の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、

施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について

適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了

した旅行については、なお従前の例による。  
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提案理由  

国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正を踏まえ、市職員の旅費の

支給に関し所要の改正を行いたいので、この案を提出する。  
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議案第１８号

 上尾市税条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市税条例の一部を改正する条例

上尾市税条例（昭和３０年上尾市条例第１３号）の一部を次のように改正

する。  

第５６条中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。

 附  則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

提案理由

私立学校法の一部改正に伴い、所要の改正を行いたいので、この案を提

出する。
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議案第１９号

上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例等の一部を改正する条例の制

定について

上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例等の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。  

令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例等の一部を改正する条例

 （上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例の一部改正）  

第１条  上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例（平成１２年上尾市条例第

２５号）の一部を次のように改正する。

別表第１の１の項手数料の金額の欄第１号ア中「７，０００円」を「８，

０００円」に改め、同号イ中「１万４，０００円」を「２万円」に改め、

同号ウ中「２万４，０００円」を「３万４，０００円」に改め、同号エ中

「５００平方メートル」を「３００平方メートル」に、「３万１，０００

円」を「３万６，０００円」に改め、同号中ケをコとし、オからクまでを

カからケまでとし、エの次に次のように加える。

オ ３００平方メートルを超え、５００平方メートル以内のもの

３万９，０００円

別表第１の１１の項事務の種類の欄中「第１８条第１９項」を「第１８

条第２８項」に改め、同項を同表１３の項とし、同表１０の項事務の種類

の欄各号中「第１８条第１９項」を「第１８条第２８項」に改め、同項を

同表１２の項とし、同表９の項事務の種類の欄中「第１８条第１９項」を

「第１８条第２８項」に改め、同項手数料の金額の欄第１号エ中「５００

平方メートル」を「３００平方メートル」に、「３万１，０００円」を

「２万７，０００円」に改め、同号中ケをコとし、オからクまでをカから

ケまでとし、エの次に次のように加える。

オ ３００平方メートルを超え、５００平方メートル以内のもの

３万３，０００円

別表第１の９の項を同表１１の項とし、同表８の項事務の種類の欄第１

号中「第１８条第１６項」を「第１８条第２０項」に、「同条第２１項」
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を「同条第３０項」に改め、同欄第２号中「第１８条第１６項」を「第１

８条第２０項」に、「同条第２１項」を「同条第３０項」に改め、同項を

同表１０の項とし、同表７の項事務の種類の欄中「第１８条第１６項」を

「第１８条第２０項」に、「第１８条第２１項」を「第１８条第３０項」

に改め、同項手数料の金額の欄第１号エ中「５００平方メートル」を「３

００平方メートル」に、「３万３，０００円」を「２万８，０００円」に

改め、同号中ケをコとし、オからクまでをカからケまでとし、エの次に次

のように加える。  

オ ３００平方メートルを超え、５００平方メートル以内のもの

３万６，０００円

別表第１中７の項を８の項とし、同項の次に次のように加える。

９  法第７条第１

項の規定に基づ

く建築物に関す

る完了検査の申

請又は第１８条

第２０項の規定

に基づく建築物

に関する完了検

査の通知に対す

る審査（建築物

のエネルギー消

費性能の向上等

に関する法律第

１１条第１項又

は第１２条第２

項の規定に基づ

く特定建築行為

の 場 合 に 限

る。）  

要確認特定建築行為

又は要通知特定建築

行為に係る建築物に

関する完了検査手数

料  

５の項手数料の金額の欄

(1)又は８の項手数料の金

額の欄 (1)の額に、申請に

係る特定建築行為を行お

うとする一の建築物ごと

に次に定める額を加算し

た金額  

(1) 床面積の合計が

ア ３０平方メートル

以内のもの ３，０

００円  

イ ３０平方メートル

を超え、１００平方

メートル以内のもの

５，０００円

ウ １００平方メート

ルを超え、２００平

方メートル以内のも

の  ６，０００円  

エ ２００平方メート

ルを超え、３００平
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方メートル以内のも

の  ７，０００円  

オ ３００平方メート

ルを超え、５００平

方メートル以内のも

の  ８，０００円  

カ ５００平方メート

ルを超え、１，００

０平方メートル以内

のもの  １万１，０

００円  

キ １，０００平方メ

ートルを超え、２，

０００平方メートル

以 内 の も の  １ 万

６，０００円  

ク ２，０００平方メ

ートルを超え、１万

平方メートル以内の

もの  ４万１，００

０円  

ケ １万平方メートル

を超え、５万平方メ

ートル以内のもの  

６万６，０００円  

コ ５万平方メートル

を超えるもの  １３

万３，０００円

(2) (1) の 床 面 積 の 合 計

は、市長が 別に定 める

算定方法に よって 算定

する。  

別表第１の６の項事務の種類の欄中「第１８条第１６項」を「第１８条

-46-



第２０項」に改め、同項を同表７の項とし、同表５の項事務の種類の欄第

１号中「第１８条第１６項」を「第１８条第２０項」に、「８に」を「１

０の項に」に改め、同欄第２号中「第１８条第１６項」を「第１８条第２

０項」に、「８に」を「１０の項に」に改め、同項を同表６の項とし、同

表４の項事務の種類の欄中「第１８条第１６項」を「第１８条第２０項」

に、「７に」を「８の項及び９の項に」に改め、同項手数料の金額の欄第

１号ア中「１万４，０００円」を「１万５，０００円」に改め、同号イ中

「１万７，０００円」を「２万４，０００円」に改め、同号ウ中「２万４，

０００円」を「３万４，０００円」に改め、同号エ中「５００平方メート

ル」を「３００平方メートル」に、「３万５，０００円」を「３万７，０

００円」に改め、同号中ケをコとし、オからクまでをカからケまでとし、

エの次に次のように加える。

オ ３００平方メートルを超え、５００平方メートル以内のもの

４万２，０００円

  別表第１中４の項を５の項とし、３の項を４の項とし、２の項の次に次

のように加える。  

３  法 第 ６

条 第 １ 項

の 規 定 に

基 づ く 建

築 物 に 関

す る 確 認

の 申 請 又

は 法 第 １

８ 条 第 ２

項 の 規 定

に 基 づ く

建 築 物 に

関 す る 計

画 の 通 知

に 対 す る

審 査 （ 建

建 築 物 エ ネ

ル ギ ー 消 費

性 能 適 合 性

判 定 を 行 う

こ と が 比 較

的 容 易 な 特

定 建 築 行 為

に 関 す る 確

認 申 請 又 は

計 画 通 知 手

数料  

申請に係る特定建築行為を行おうとす

る一の建築物ごとに次に掲げる区分に

応じそれぞれ次に定める額  

(1) 建築物のエネ

ルギー消費性能

の向上等に関す

る法律施行規則

（平成２８年国

土交通省令第５

号）第２条第１

項第１号イ又は

ロに定める基準

に適合するもの

（ (2)に掲げるも

のを除く。）

１の項 手数 料の 金

額 の 欄 (1) ア か ら コ

までの 額に 、次 に

定める 額を 加算 し

た金額  

ア 一 戸建 ての 住

宅  次 に 掲 げ る

区 分 に 応 じ そ れ

ぞ れ 次 に 定 め る

額  

( ｱ ) 床面積の合

計 が ２ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル 未
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築 物 の エ

ネ ル ギ ー

消 費 性 能

の 向 上 等

に 関 す る

法 律 （ 平

成 ２ ７ 年

法 律 第 ５

３ 号 ） 第

１ １ 条 第

１ 項 た だ

し 書 （ 同

条 第 ２ 項

に お い て

準 用 す る

場 合 を 含

む 。 ） 又

は 第 １ ２

条 第 ２ 項

た だ し 書

（ 同 条 第

３ 項 に お

い て 準 用

す る 場 合

を 含

む 。 ） に

規 定 す る

特 定 建 築

行 為 に 限

る。）  

満 の も の  １

万 ４ ， ０ ０ ０

円  

( ｲ ) 床面積の合

計 が ２ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル 以

上 の も の  １

万 ６ ， ０ ０ ０

円  

イ 住 宅用 途を 含

む 建 築 物 の 住 宅

部 分  次 に 掲 げ

る 区 分 に 応 じ そ

れ ぞ れ 次 に 定 め

る額  

( ｱ ) 床面積の合

計 が ３ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル 未

満 の も の  ２

万 ７ ， ０ ０ ０

円  

( ｲ ) 床面積の合

計 が ３ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル 以

上 ２ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の  

４ 万 ３ ， ０ ０

０円  

( ｳ ) 床面積の合

計 が ２ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー ト

ル 以 上 ５ ， ０

-48-



０ ０ 平 方 メ ー

ト ル 未 満 の も

の ６ 万 ８ ，

０００円

( ｴ ) 床面積の合

計 が ５ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー ト

ル 以 上 の も の

８ 万 ８ ， ０

００円

(2) 建築物のエネ

ルギー消費性能

の向上等に関す

る法律施行規則

第２条第１項第

１号イ又はロに

定める基準に適

合するもの（建

築物のエネルギ

ー消費性能の向

上等に関する法

律第１１条第２

項及び第１２条

第３項の規定に

基づくものに限

る。）  

１の項 手数 料の 金

額 の 欄 (1) ア か ら コ

までの 額に 、次 に

定める 額を 加算 し

た金額  

ア 一 戸建 ての 住

宅  次 に 掲 げ る

区 分 に 応 じ そ れ

ぞ れ 次 に 定 め る

額  

( ｱ ) 床面積の合

計 が ２ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル 未

満 の も の  

７，０００円  

( ｲ ) 床面積の合

計 が ２ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル 以

上 の も の  

８，０００円  

イ 住 宅用 途を 含

む 建 築 物 の 住 宅

部 分  次 に 掲 げ
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る 区 分 に 応 じ そ

れ ぞ れ 次 に 定 め

る額  

( ｱ ) 床面積の合

計 が ３ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル 未

満 の も の  １

万 ３ ， ５ ０ ０

円  

( ｲ ) 床面積の合

計 が ３ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル 以

上 ２ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の  

２ 万 １ ， ５ ０

０円  

( ｳ ) 床面積の合

計 が ２ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー ト

ル 以 上 ５ ， ０

０ ０ 平 方 メ ー

ト ル 未 満 の も

の ３ 万 ４ ，

０００円

( ｴ ) 床面積の合

計 が ５ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー ト

ル 以 上 の も の

４ 万 ４ ， ０

００円

  別表第２の１の項事務の種類の欄中「第１８条第２４項第１号」を「第

１８条第３８項第１号」に改める。  
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（上尾市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料徴収条例の一

部改正）  

第２条  上尾市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料徴収条例

（平成２１年上尾市条例第２０号）の一部を次のように改正する。

  別表１の項手数料の金額の欄第１号中「第６条の２第５項の住宅の構造

及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能

評価書」を「第６条の２第３項の確認書若しくは同条第４項の住宅性能評

価書（いずれも法第６条第１項第１号に掲げる基準に適合しているものに

限る。３の項において同じ。）」に改め、同表２の項手数料の金額の欄中

「又は (3)」を「から (4 )まで」に改め、同欄第１号ア中「この項」を「この

号」に、「７，０００円」を「８，０００円」に改め、同号イ中「１万４，

０００円」を「２万円」に改め、同号ウ中「２万４，０００円」を「３万

４，０００円」に改め、同号エ中「５００平方メートル」を「３００平方

メートル」に、「３万１，０００円」を「３万６，０００円」に改め、同

号中ケをコとし、オからクまでをカからケまでとし、エの次に次のように

加える。  

オ 床面積の合計が３００平方メートルを超え、５００平方メー

トル以内のもの  ３万９，０００円

別表２の項手数料の金額の欄中第３号を第４号とし、第２号の次に次の

ように加える。  

( 3 ) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７

年法律第５３号）第１１条第１項ただし書（同条第２項において

準用する場合を含む。）又は第１２条第２項ただし書（同条第３

項において準用する場合を含む。）に規定する特定建築行為の場

合  申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次

に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額  

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則

（平成２８年国土交通省令第５号）第２条第１項第１号イ又は

ロに定める基準に適合するもの（イに掲げるものを除く。）

(ｱ ) 一戸建ての住宅  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定め

る額

-51-



ａ  床面積の合計が２００平方メートル未満のもの １万

４，０００円  

ｂ  床面積の合計が２００平方メートル以上のもの １万

６，０００円  

(ｲ ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じ

それぞれ次に定める額

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ２万

７，０００円

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの  ４万３，０００円

ｃ  床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの  ６万８，０００円  

ｄ  床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  ８

万８，０００円  

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則

第２条第１項第１号イ又はロに定める基準に適合するもの（建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１１条第２

項及び第１２条第３項の規定に基づくものに限る。）  

(ｱ ) 一戸建ての住宅  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定め

る額  

ａ  床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  ７，０

００円  

ｂ  床面積の合計が２００平方メートル以上のもの  ８，０

００円

(ｲ ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じ

それぞれ次に定める額

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １万

３，５００円

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの  ２万１，５００円

ｃ  床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの  ３万４，０００円  

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  ４
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万４，０００円  

別表３の項手数料の金額の欄中「第６条の２第５項の住宅の構造及び設

備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは」を「第６条の

２第３項の確認書若しくは同条第４項の」に改め、同表４の項手数料の金

額の欄中「又は (3)」を「から (4)まで」に改める。  

（上尾市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料徴収条例の一部改

正）  

第３条  上尾市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料徴収条例（平

成２５年上尾市条例第６号）の一部を次のように改正する。

別表１の項手数料の金額の欄中「次に掲げる額」を「一の建築物ごとに

次に掲げる額」に改め、同欄中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、

第３号の次に次のように加える。  

( 4 ) ( 1 )以外の場合で、省令第１０条第２号イ ( 1 )及びロ ( 2 )又は同号イ

(2)及びロ (1)に定める基準に適合するもの

ア 一戸建ての住宅  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める

額

(ｱ ) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  ２万９，

０００円

(ｲ ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの  ３万３，

０００円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  ５万９，

０００円

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの  １０万円

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  １７万５，０００円

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  ２５

万６，０００円

別表２の項手数料の金額の欄中「１の項手数料の金額の欄 (1)アからウま

で又は (2 )アからオまでに定める額」を「１の項の手数料の金額の欄に規定
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する合算して得た金額」に、「又は (3)」を「から (4)まで」に改め、同欄第

１号ア中「この項」を「この号」に、「７，０００円」を「８，０００円」

に改め、同号イ中「１万４，０００円」を「２万円」に改め、同号ウ中

「２万４，０００円」を「３万４，０００円」に改め、同号エ中「５００

平方メートル」を「３００平方メートル」に、「３万１，０００円」を

「３万６，０００円」に改め、同号中ケをコとし、オからクまでをカから

ケまでとし、エの次に次のように加える。

オ 床面積の合計が３００平方メートルを超え、５００平方メー

トル以内のもの  ３万９，０００円

別表２の項手数料の金額の欄中第３号を第４号とし、第２号の次に次の

ように加える。  

( 3 ) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７

年法律第５３号）第１１条第１項ただし書（同条第２項において

準用する場合を含む。）又は第１２条第２項ただし書（同条第３

項において準用する場合を含む。）に規定する特定建築行為の場

合  申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次

に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額  

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則

（平成２８年国土交通省令第５号）第２条第１項第１号イ又は

ロに定める基準に適合するもの（イに掲げるものを除く。）

(ｱ ) 一戸建ての住宅  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定め

る額

ａ  床面積の合計が２００平方メートル未満のもの １万

４，０００円  

ｂ  床面積の合計が２００平方メートル以上のもの １万

６，０００円  

(ｲ ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じ

それぞれ次に定める額  

ａ  床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  ２万

７，０００円  

ｂ  床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの  ４万３，０００円
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ｃ  床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの  ６万８，０００円  

ｄ  床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  ８

万８，０００円

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則

第２条第１項第１号イ又はロに定める基準に適合するもの（建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１１条第２

項及び第１２条第３項の規定に基づくものに限る。）  

(ｱ ) 一戸建ての住宅  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定め

る額  

ａ  床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  ７，０

００円  

ｂ  床面積の合計が２００平方メートル以上のもの  ８，０

００円

(ｲ ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じ

それぞれ次に定める額

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １万

３，５００円

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの  ２万１，５００円

ｃ  床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの  ３万４，０００円  

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  ４

万４，０００円

別表３の項手数料の金額の欄中「次に掲げる額」を「一の建築物ごとに

次に掲げる額」に改め、同欄中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、

第３号の次に次のように加える。  

( 4 ) ( 1 )以外の場合で、省令第１０条第２号イ ( 1 )及びロ ( 2 )又は同号イ

(2)及びロ (1)に定める基準に適合するもの

ア 一戸建ての住宅  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める

額

(ｱ ) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  １万４，
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５００円

(ｲ ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの  １万６，

５００円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  ２万９，

５００円

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの  ５万円

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  ８万７，５００円

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  １２

万８，０００円  

  別表４の項手数料の金額の欄中「３の項の手数料の金額の欄 (1 )アからウ

まで又は (2 )アからオまでに定める額」を「３の項の手数料の金額の欄に規

定する合算して得た金額」に、「又は (3)」を「から (4)まで」に改める。  

（上尾市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料徴

収条例の一部改正）  

第４条  上尾市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数

料徴収条例（平成２８年上尾市条例第３２号）の一部を次のように改正す

る。  

別表１の項事務の種類の欄中「第１２条第１項若しくは第２項又は第１

３条第２項若しくは第３項」を「第１１条第１項又は第１２条第２項」に

改め、同項手数料の金額の欄を次のように改める。  

申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げ

る額を合算して得た金額  

( 1 ) 法第２９条第３項に規定する他の建築物について、当該建築物

が記載された同条第１項に規定する建築物エネルギー消費性能向

上計画が法第３０条第１項の認定又は法第３１条第１項の変更の

認定を受けたことを示す書類が提出された場合  

ア 一戸建ての住宅  ５，０００円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じそ
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れぞれ次に定める額

(ｱ ) 床面積の合計（市長が別に定める建築物については、共用

部分の床面積を除く。以下 (ｲ )から (ｴ )まで、 ( 2 )イ及び ( 4 )イ並び

に２の項 ( 1 )イ、 ( 2 )イ及び ( 4 )イ並びに７の項 ( 1 )イ、 ( 2 )イ及び ( 4 )

イにおいて同じ。）が３００平方メートル未満のもの  １万

１，０００円

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの  ２万３，０００円

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  ５万２，０００円

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  ９万

４，０００円

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応

じそれぞれ次に定める額

(ｱ ) 床面積の合計（市長が別に定める算定方法によって算定し

たものをいう。以下 (ｲ )から (ｷ )まで、 ( 5 )及び ( 6 )並びに２の項 ( 1 )

ウ、 ( 5 )及び ( 6 )並びに７の項 ( 1 )ウ、 ( 5 )及び ( 6 )において同じ。）

が３００平方メートル未満のもの  １万１，０００円

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メ

ートル未満のもの  １万９，０００円

(ｳ ) 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの  ３万１，０００円

(ｴ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  ９万４，０００円

(ｵ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１万平方メー

トル未満のもの  １４万９，０００円

(ｶ ) 床面積の合計が１万平方メートル以上２万５，０００平方

メートル未満のもの  １８万８，０００円

(ｷ ) 床面積の合計が２万５，０００平方メートル以上のもの

２３万５，０００円

( 2 ) ( 1 )以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省

令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号。以下「省令」

という。）第１条第１項第２号イ (1 )及びロ (1 )に定める基準に適合
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するもの

ア 一戸建ての住宅  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める

額

(ｱ ) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  ４万円

(ｲ ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの  ４万４，

０００円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  ８万円

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの  １３万５，０００円

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  ２３万円

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  ３３

万円

( 3 ) ( 1 )以外の場合で、省令第１条第１項第２号イ ( 2 )及びロ ( 2 )に定め

る基準に適合するもの

ア 一戸建ての住宅  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める

額

(ｱ ) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  ２万円

(ｲ ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの  ２万２，

０００円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  ３万８，

０００円

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの  ６万６，０００円

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  １２万１，０００円

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  １８

万３，０００円

( 4 ) (1 )以外の場合で、省令第１条第１項第２号イ ( 1 )及びロ ( 2 )又は同
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号イ (2)及びロ (1)に定める基準に適合するもの  

 ア  一戸建ての住宅  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める

額  

  (ｱ ) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  ２万９，

０００円  

  (ｲ ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの  ３万３，

０００円  

 イ  住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額  

  (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  ５万９，

０００円  

  (ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの  １０万円  

  (ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  １７万５，０００円  

  (ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  ２５

万６，０００円  

( 5 ) ( 1 )以外の場合で、省令第１条第１項第１号イに定める基準に適

合するもの  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額  

 ア  床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  ２６万７，

０００円  

 イ  床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メー

トル未満のもの  ３３万４，０００円  

 ウ  床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの  ４３万２，０００円  

 エ  床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの  ６１万６，０００円  

 オ  床面積の合計が５，０００平方メートル以上１万平方メート

ル未満のもの  ７５万９，０００円  

 カ  床面積の合計が１万平方メートル以上２万５，０００平方メ

ートル未満のもの  ８９万８，０００円  

 キ  床面積の合計が２万５，０００平方メートル以上のもの  １

０２万４，０００円  
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( 6 ) ( 1 )以外の場合で、省令第１条第１項第１号ロに定める基準に適

合するもの  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額  

ア  床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  １０万２，

０００円

イ 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メー

トル未満のもの  １３万円

ウ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの  １７万１，０００円

エ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの  ２７万７，０００円

オ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１万平方メート

ル未満のもの  ３６万２，０００円

カ 床面積の合計が１万平方メートル以上２万５，０００平方メ

ートル未満のもの  ４３万５，０００円

キ 床面積の合計が２万５，０００平方メートル以上のもの  ５

１万円

別表６の項を削り、同表５の項事務の種類の欄中「第３６条第１項」を

「第３１条第１項」に、「第３５条第２項」を「第３０条第２項」に改め、

同項手数料の金額の欄中「３の項」を「４の項」に、「４の項」を「５の

項」に、「又は (3)」を「から (4)まで」に改め、同項を同表６の項とし、同

表４の項事務の種類の欄中「第３６条第１項」を「第３１条第１項」に、

「５の項」を「６の項」に改め、同項手数料の金額の欄中「２の項」を

「３の項」に改め、同欄第１号中「第３５条第１項各号」を「第３０条第

１項各号」に改め、同欄中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第

３号の次に次のように加える。

( 4 ) ( 1 )以外の場合で、省令第１０条第２号イ ( 1 )及びロ ( 2 )又は同号イ

(2)及びロ (1)に定める基準に適合するもの

ア 一戸建ての住宅  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める

  額

(ｱ ) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  １万４，

５００円

(ｲ ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの  １万６，
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５００円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  ２万９，

５００円

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの  ５万円

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  ８万７，５００円

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  １２

万８，０００円

別表４の項を同表５の項とし、同表３の項事務の種類の欄中「第３４条

第１項」を「第２９条第１項」に、「第３５条第２項」を「第３０条第２

項」に改め、同項手数料の金額の欄中「２の項」を「３の項」に、「又は

(3)」を「から (4)まで」に改め、同欄第１号ア中「この項」を「この号」に、

「７，０００円」を「８，０００円」に改め、同号イ中「１万４，０００

円」を「２万円」に改め、同号ウ中「２万４，０００円」を「３万４，０

００円」に改め、同号エ中「５００平方メートル」を「３００平方メート

ル」に、「３万１，０００円」を「３万６，０００円」に改め、同号中ケ

をコとし、オからクまでをカからケまでとし、エの次に次のように加える。

オ 床面積の合計が３００平方メートルを超え、５００平方メー

トル以内のもの  ３万９，０００円

  別表３の項手数料の金額の欄中第３号を第４号とし、第２号の次に次の

ように加える。  

( 3 ) 法第１１条第１項ただし書（同条第２項において準用する場合

を含む。）又は第１２条第２項ただし書（同条第３項において準

用する場合を含む。）に規定する特定建築行為の場合  申請に係

る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる区分

に応じそれぞれ次に定める額  

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則

（平成２８年国土交通省令第５号）第２条第１項第１号イ又は

ロに定める基準に適合するもの（イに掲げるものを除く。）
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(ｱ ) 一戸建ての住宅  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定め

る額

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの １万

４，０００円

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの １万

６，０００円

(ｲ ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じ

それぞれ次に定める額

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ２万

７，０００円

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの  ４万３，０００円

ｃ  床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの  ６万８，０００円  

ｄ  床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  ８

万８，０００円  

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則

第２条第１項第１号イ又はロに定める基準に適合するもの（法

第１１条第２項及び第１２条第３項の規定に基づくものに限

る。）  

(ｱ ) 一戸建ての住宅  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定め

る額  

ａ  床面積の合計が２００平方メートル未満のもの ７，０

００円  

ｂ  床面積の合計が２００平方メートル以上のもの ８，０

００円

(ｲ ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じ

それぞれ次に定める額

ａ  床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  １万

３，５００円  

ｂ  床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの  ２万１，５００円

ｃ  床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００
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平方メートル未満のもの  ３万４，０００円

ｄ  床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  ４

万４，０００円

  別表３の項を同表４の項とし、同表２の項事務の種類の欄中「第３４条

第１項」を「第２９条第１項」に、「３の項」を「４の項」に改め、同項

手数料の金額の欄第１号中「第３５条第１項各号」を「第３０条第１項各

号」に改め、同号イ (ｱ )中「及び (2)イ並びに４の項 (1)イ及び (2)イ」を「、 (2)

イ及び (4)イ並びに５の項 (1)イ、 (2)イ及び (4)イ」に改め、同欄中第５号を第

６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次のように加える。

( 4 ) ( 1 )以外の場合で、省令第１０条第２号イ ( 1 )及びロ ( 2 )又は同号イ

(2)及びロ (1)に定める基準に適合するもの

ア 一戸建ての住宅  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める

額

(ｱ ) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  ２万９，

０００円

(ｲ ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの  ３万３，

０００円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  ５万９，

０００円

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの  １０万円

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  １７万５，０００円

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  ２５

万６，０００円  

別表中２の項を３の項とし、１の項の次に次のように加える。

２  法第１１条第

２項又は第１２

条第３項の規定

に基づく建築物

計画の変更に係る建

築物エネルギー消費

性能適合性判定手数

料  

申請に係る特定建築行為

を行おうとする一の建築

物ごとに次に掲げる額を

合算して得た金額  
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エネルギー消費

性能適合性判定

(1) 法第２９条第３項に

規定する他の建築物に

ついて、当該建築物が

記載された同条第１項

に規定する建築物エネ

ルギー消費性能向上計

画が法第３０条第１項

の認定又は法第３１条

第１項の変更の認定を

受けたことを示す書類

が提出された場合  

ア 一戸建ての住宅

２，５００円

イ 住宅用途を含む建

築物の住宅部分  次

に掲げる区分に応じ

それぞれ次に定める

額  

(ｱ ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル 未 満 の も の

５，５００円

(ｲ ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上２，０００

平方メートル未満

のもの  １万１，

５００円  

(ｳ ) 床面積の合計が

２，０００平方メ

ートル以上５，０

００平方メートル

未満のもの  ２万
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６，０００円

(ｴ ) 床面積の合計が

５，０００平方メ

ートル以上のもの

 ４万７，０００

円

ウ 非住宅用途を含む

建築物の非住宅部分

 次に掲げる区分に

応じそれぞれ次に定

める額  

(ｱ ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル 未 満 の も の

５，５００円

(ｲ ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上１，０００

平方メートル未満

のもの  ９，５０

０円  

(ｳ ) 床面積の合計が

１，０００平方メ

ートル以上２，０

００平方メートル

未満のもの  １万

５，５００円  

(ｴ ) 床面積の合計が

２，０００平方メ

ートル以上５，０

００平方メートル

未満のもの  ４万

７，０００円  
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  (ｵ ) 床面積の合計が

５，０００平方メ

ートル以上１万平

方メートル未満の

もの  ７万４，５

００円  

  (ｶ ) 床面積の合計が

１万平方メートル

以上２万５，００

０平方メートル未

満 の も の  ９ 万

４，０００円  

  (ｷ ) 床面積の合計が

２万５，０００平

方メートル以上の

もの  １１万７，

５００円  

(2) (1)以外の場合で、省

令第１条第１項第２号

イ (1 )及びロ (1)に定める

基準に適合するもの  

 ア  一戸建ての住宅  

次に掲げる区分に応

じそれぞれ次に定め

る額  

  (ｱ ) 床面積の合計が

２００平方メート

ル未満のもの  ２

万円  

  (ｲ ) 床面積の合計が

２００平方メート

ル以上のもの  ２

万２，０００円  
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 イ  住宅用途を含む建

築物の住宅部分  次

に掲げる区分に応じ

それぞれ次に定める

額  

  (ｱ ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のもの  ４

万円  

  (ｲ ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上２，０００

平方メートル未満

のもの  ６万７，

５００円  

  (ｳ ) 床面積の合計が

２，０００平方メ

ートル以上５，０

００平方メートル

未満のもの  １１

万５，０００円  

  (ｴ ) 床面積の合計が

５，０００平方メ

ートル以上のもの

 １６万５，００

０円  

(3) (1)以外の場合で、省

令第１条第１項第２号

イ (2 )及びロ (2)に定める

基準に適合するもの  

 ア  一戸建ての住宅  

次に掲げる区分に応

じそれぞれ次に定め
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る額

(ｱ ) 床面積の合計が

２００平方メート

ル未満のもの  １

万円

(ｲ ) 床面積の合計が

２００平方メート

ル以上のもの  １

万１，０００円

イ 住宅用途を含む建

築物の住宅部分  次

に掲げる区分に応じ

それぞれ次に定める

額  

(ｱ ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のもの  １

万９，０００円

(ｲ ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上２，０００

平方メートル未満

のもの  ３万３，

０００円  

(ｳ ) 床面積の合計が

２，０００平方メ

ートル以上５，０

００平方メートル

未満のもの  ６万

５００円  

(ｴ ) 床面積の合計が

５，０００平方メ

ートル以上のもの
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９万１，５００

円

(4) (1)以外の場合で、省

令第１条第１項第２号

イ (1 )及びロ (2)又は同号

イ (2 )及びロ (1)に定める

基準に適合するもの

ア 一戸建ての住宅

次に掲げる区分に応

じそれぞれ次に定め

る額  

(ｱ ) 床面積の合計が

２００平方メート

ル未満のもの  １

万４，５００円

(ｲ ) 床面積の合計が

２００平方メート

ル以上のもの  １

万６，５００円

イ 住宅用途を含む建

築物の住宅部分  次

に掲げる区分に応じ

それぞれ次に定める

額  

(ｱ ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のもの  ２

万９，５００円

(ｲ ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上２，０００

平方メートル未満

のもの  ５万円  
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  (ｳ ) 床面積の合計が

２，０００平方メ

ートル以上５，０

００平方メートル

未満のもの  ８万

７，５００円  

  (ｴ ) 床面積の合計が

５，０００平方メ

ートル以上のもの

 １２万８，００

０円  

(5) (1)以外の場合で、省

令第１条第１項第１号

イに定める基準に適合

するもの  次に掲げる

区分に応じそれぞれ次

に定める額  

 ア  床面積の合計が３

００平方メートル未

満 の も の  １ ３ 万

３，５００円  

 イ  床面積の合計が３

００平方メートル以

上１，０００平方メ

ートル未満のもの  

１６万７，０００円  

 ウ  床 面 積 の 合 計 が

１，０００平方メー

トル以上２，０００

平方メートル未満の

もの  ２１万６，０

００円  

 エ  床 面 積 の 合 計 が

-70-



 

２，０００平方メー

トル以上５，０００

平方メートル未満の

もの  ３０万８，０

００円  

 オ  床 面 積 の 合 計 が

５，０００平方メー

トル以上１万平方メ

ートル未満のもの  

３７万９，５００円  

 カ  床面積の合計が１

万平方メートル以上

２万５，０００平方

メートル未満のもの

 ４４万９，０００

円  

 キ  床面積の合計が２

万５，０００平方メ

ートル以上のもの  

５１万２，０００円  

(6) (1)以外の場合で、省

令第１条第１項第１号

ロに定める基準に適合

するもの  次に掲げる

区分に応じそれぞれ次

に定める額  

 ア  床面積の合計が３

００平方メートル未

満のもの  ５万１，

０００円  

 イ  床面積の合計が３

００平方メートル以

上１，０００平方メ
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ートル未満のもの

６万５，０００円  

ウ 床 面 積 の 合 計 が

１，０００平方メー

トル以上２，０００

平方メートル未満の

もの  ８万５，５０

０円  

エ 床 面 積 の 合 計 が

２，０００平方メー

トル以上５，０００

平方メートル未満の

もの  １３万８，５

００円  

オ 床 面 積 の 合 計 が

５，０００平方メー

トル以上１万平方メ

ートル未満のもの  

１８万１，０００円

カ 床面積の合計が１

万平方メートル以上

２万５，０００平方

メートル未満のもの

２１万７，５００

円

キ 床面積の合計が２

万５，０００平方メ

ートル以上のもの  

２５万５，０００円  

  別表７の項事務の種類の欄中「（平成２８年国土交通省令第５号）第１

１条」を「第１３条」に改め、同項手数料の金額の欄を次のように改める。

申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げ
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る額を合算して得た金額

( 1 ) 法第２９条第３項に規定する他の建築物について、当該建築物

が記載された同条第１項に規定する建築物エネルギー消費性能向

上計画が法第３０条第１項の認定又は法第３１条第１項の変更の

認定を受けたことを示す書類が提出された場合  

ア 一戸建ての住宅  ２，５００円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  ５，５０

０円

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの  １万１，５００円

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  ２万６，０００円

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  ４万

７，０００円

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応

じそれぞれ次に定める額

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  ５，５０

０円

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メ

ートル未満のもの  ９，５００円

(ｳ ) 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの  １万５，５００円

(ｴ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  ４万７，０００円

(ｵ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１万平方メー

トル未満のもの  ７万４，５００円

(ｶ ) 床面積の合計が１万平方メートル以上２万５，０００平方

メートル未満のもの  ９万４，０００円

(ｷ ) 床面積の合計が２万５，０００平方メートル以上のもの

１１万７，５００円

(2) (1)以外の場合で、省令第１条第１項第２号イ (1)及びロ (1)に定め
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る基準に適合するもの

ア 一戸建ての住宅  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める

額

(ｱ ) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  ２万円

(ｲ ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの  ２万２，

０００円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  ４万円

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの  ６万７，５００円

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  １１万５，０００円

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  １６

万５，０００円

(3) (1)以外の場合で、省令第１条第１項第２号イ (2)及びロ (2)に定め

る基準に適合するもの

ア 一戸建ての住宅  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める

額

(ｱ ) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  １万円

(ｲ ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの  １万１，

０００円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  １万９，

０００円

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの  ３万３，０００円

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  ６万５００円

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  ９万

１，５００円

(4) (1)以外の場合で、省令第１条第１項第２号イ (1)及びロ (2)又は同
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号イ (2)及びロ (1)に定める基準に適合するもの

ア 一戸建ての住宅  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める

額

(ｱ ) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  １万４，

５００円

(ｲ ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの  １万６，

５００円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分  次に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  ２万９，

５００円

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの  ５万円

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの  ８万７，５００円

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの  １２

万８，０００円

(5) (1)以外の場合で、省令第１条第１項第１号イに定める基準に適

合するもの  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額  

ア  床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  １３万３，

５００円

イ 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メー

トル未満のもの  １６万７，０００円

ウ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの  ２１万６，０００円

エ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの  ３０万８，０００円

オ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１万平方メート

ル未満のもの  ３７万９，５００円

カ 床面積の合計が１万平方メートル以上２万５，０００平方メ

ートル未満のもの  ４４万９，０００円

キ 床面積の合計が２万５，０００平方メートル以上のもの  ５

１万２，０００円
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(6) (1)以外の場合で、省令第１条第１項第１号ロに定める基準に適

合するもの  次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額  

ア  床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  ５万１，０

００円

イ 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メー

トル未満のもの  ６万５，０００円

ウ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの  ８万５，５００円

エ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの  １３万８，５００円

オ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１万平方メート

ル未満のもの  １８万１，０００円

カ 床面積の合計が１万平方メートル以上２万５，０００平方メ

ートル未満のもの  ２１万７，５００円

キ 床面積の合計が２万５，０００平方メートル以上のもの  ２

５万５，０００円

附  則

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。

 （経過措置）  

２  第１条の規定による改正後の上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例

（以下「新建築基準法手数料条例」という。）別表第１の１の項（次項に

掲げるものを除く。）及び２の項第１号（手数料の金額の欄第１号の規定

に限る。）、第２条の規定による改正後の上尾市長期優良住宅の普及の促

進に関する法律関係手数料徴収条例（以下「新長期優良住宅手数料条例」

という。）別表２の項、第３条の規定による改正後の上尾市都市の低炭素

化の促進に関する法律関係手数料徴収条例（以下「新低炭素化手数料条例」

という。）別表２の項並びに第４条の規定による改正後の上尾市建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料徴収条例（以下「新

省エネ手数料条例」という。）別表１の項及び４の項の規定は、この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）以後にされる申請に係る手数料に

ついて適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の
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例による。  

３  新建築基準法手数料条例別表第１の１の項（建築物の計画の変更に係る

ものに限る。）、２の項第１号（手数料の金額の欄第２号及び第３号の規

定に限る。）、５の項、８の項、９の項、１１の項及び１２の項第１号、

新長期優良住宅手数料条例別表４の項、新低炭素化手数料条例別表４の項

並びに新省エネ手数料条例別表６の項の規定は、施行日以後に建築物の建

築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事に着手するものに関する申請

に係る手数料について適用し、施行日前に建築物の建築、大規模の修繕又

は大規模の模様替の工事に着手するものに関する申請に係る手数料につい

ては、なお従前の例による。  

４  上尾市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料徴収条例の一部を

改正する条例（令和４年上尾市条例第３５号）附則第２項又は第３項の規

定の適用を受ける場合の手数料については、新低炭素化手数料条例別表３

の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。  

提案理由

建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一

部改正に伴い、建築物の確認申請等に係る手数料を見直したいので、この

案を提出する。  
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議案第２０号

 上尾市学校給食実施条例の制定について  

上尾市学校給食実施条例を次のように定める。

  令和７年２月１７日提出

 上尾市長   畠  山   稔

上尾市学校給食実施条例

 （趣旨）  

第１条  この条例は、市立学校における学校給食の実施に関し、必要な事項

を定めるものとする。

 （定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。

(1) 市立学校  上尾市立学校設置条例（昭和３９年上尾市条例第１１号）

第２条に規定する小学校（以下「小学校」という。）及び中学校（上尾

市立東中学校向原分校を除く。以下「中学校」という。）をいう。  

(2) 学校給食  学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第３条第１項に

規定する学校給食その他市立学校において実施される給食をいう。

(3) 学校給食費  学校給食法第１１条第２項に規定する学校給食費をいう。

(4) 学校給食費負担者  保護者（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

第１６条に規定する保護者をいう。以下同じ。）その他学校給食を受け

る者（小学校に在学する児童及び中学校に在学する生徒（以下「児童生

徒」という。）を除く。）をいう。  

 （学校給食の実施）  

第３条  市は、児童生徒、市立学校の県費負担教職員（地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第３７条第１項に規

定する県費負担教職員をいう。）その他の学校給食を実施する必要がある

者に対し、学校給食を実施するものとする。  

２  一の年度における学校給食の実施の期間及び回数は、上尾市教育委員会

（以下「教育委員会」という。）が上尾市学校給食運営委員会（上尾市学

校給食運営委員会条例（令和５年上尾市条例第３号）第１条の規定に基づ

き設置された上尾市学校給食運営委員会をいう。）の意見を聴いて定める
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ものとする。

 （学校給食費）  

第４条  市長は、学校給食費負担者から学校給食費（学校給食費負担者が保

護者以外の者である場合にあっては、学校給食費に相当する経費。以下同

じ。）を徴収する。  

２  学校給食費の額は、毎年度、市長が定めるものとする。  

３  市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は

免除することができる。

 （委任）  

第５条  この条例に定めるもののほか、学校給食の実施に関し必要な事項は、

教育委員会規則で定める。

附  則

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。

 （上尾市学校給食運営委員会条例の一部改正）  

２  上尾市学校給食運営委員会条例（令和５年上尾市条例第３号）の一部を

次のように改正する。

  第１条中「学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第３条第１項」を

「上尾市学校給食実施条例（令和   年上尾市条例第   号）第２条第２

号」に改める。  

  第２条第２号中「学校給食法第１１条第２項」を「上尾市学校給食実施

条例第４条第１項」に改める。  

提案理由

市立小学校及び中学校における学校給食の実施に関し、必要な事項を定

めたいので、この案を提出する。
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議案第２１号  

   上尾市児童館条例の一部を改正する条例の制定について  

 上尾市児童館条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

  令和７年２月１７日提出  

                   上尾市長   畠  山   稔      

   上尾市児童館条例の一部を改正する条例  

 上尾市児童館条例（平成１２年上尾市条例第３１号）の一部を次のように

改正する。  

 第３条中第５号を第７号とし、第４号の次に次の２号を加える。  

 (5) 児童の居場所づくりに関すること。  

 (6) 子育て支援に関すること。  

 第４条第１項の表に備考として次のように加える。  

 備考  上尾市児童館こどもの城のふれあいラウンジについては、この表の

規定にかかわらず、１２月２９日から翌年の１月３日までの日を休館日

とする。  

 第５条第１号中「体育遊戯室、集会室、会議室、ボランティア室、多目的

室及び音楽室」を「次のア及びイに掲げる児童館の区分に応じ当該ア及びイ

に定める施設」に改め、同号に次のように加える。  

  ア  上尾市児童館アッピーランド  体育遊戯室、集会室、ボランティア

室及び音楽室  

  イ  上尾市児童館こどもの城  体育遊戯室、会議室１、多目的室及び音

楽室  

 第５条第２号中「前号」を「前２号」に改め、同号を同条第３号とし、同

条第１号の次に次の１号を加える。  

 (2) 施設等のうち、上尾市児童館こどもの城のふれあいラウンジ及びその

附属設備  午前８時から午後７時まで  

 第１４条中「施設等」の次に「（市長が指定するものを除く。次条第２号

において同じ。）」を加える。  

 第１９条を第２０条とし、第１８条の次に次の１条を加える。  

 （運営委員会）  

第１９条  児童館の適正な運営を図るため、上尾市児童館運営委員会（以下
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この条において「委員会」という。）を設置する。  

２  委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 児童館の事業計画に関すること。

(2) 指定管理者による児童館の管理に関すること。

(3) 前２号に掲げるもののほか、児童館の運営に関し市長が必要と認める

事項に関すること。  

３  委員会は、委員１１人以内をもって組織する。  

４  委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 各種団体を代表する者

(2) 識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市職員

５  委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

６  委員は、委嘱され、又は任命された時における当該身分を失ったときは、

その職を失う。  

７  委員は、再任されることができる。

８ 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

９  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

１０ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務

を代理する。

１１ 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

１２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができな

い。

１３ 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。

１４ 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、

子ども・若者（上尾市子ども・若者ケアラー支援の推進に関する条例（令

和５年上尾市条例第２２号）第２条第２号に規定する子ども・若者をい

う。）その他の関係者に対して、資料の提出を求め、又は会議への出席を

求めてその意見若しくは説明を聴くことができる。  
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１５  委員会の庶務は、こども未来部において処理する。  

１６  前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員

会が定める。  

   附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 （上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正）  

２  上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

  第１条の２第１３号の４を次のように改める。  

  (1 3 )の４  児童館運営委員会委員  

  別表１３の４の項を次のように改める。  

１３  

の４  

児童館運営委員会  

 委員長  

 委員  

 

日額  ７，０００円  

日額  ６，０００円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

児童の居場所や子育て支援に関しての機能の強化を図るとともに、附属

機関として上尾市児童館運営委員会を条例で設置したいので、この案を提

出する。
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議案第２２号

上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例及び上尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例及び上尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例及び上尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例  

（上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部改正）  

第１条  上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例（平成２６年上尾市条例第２７号）の一部を次のように

改正する。  

  第３７条第１項中「第４２条第３項第１号」を「第４２項第３項」に改

める。  

  第４２条第１項各号列記以外の部分中「第５項」を「第７項」に改め、

同項第１号中「を行う」を「（次項において「保育内容支援」という。）

を実施する」に改め、同項第３号中「第４項第１号」を「第６項第１号」

に改め、同条中第９項を第１１項とし、第４項から第８項までを２項ずつ

繰り下げ、同条第３項各号列記以外の部分及び同項第１号を次のように改

める。  

 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係

る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定めるものをいう。  

(1 ) 特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所

（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所に

おいて代替保育が提供される場合  小規模保育事業Ａ型事業者等  

-83-



  第４２条第３項を同条第５項とし、同条第２項中「全てを満たすと認め

る」を「いずれかを満たす」に、「前項第２号」を「第１項第２号」に改

め、同項各号を次のように改める。  

(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合

には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの

役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないように

するための措置が講じられていること。

(2 ) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促

進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保

が著しく困難であること。

 第４２条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。  

２  市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携

施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げ

る要件の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しない

こととすることができる。  

(1 ) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保する

こと。

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞ

れの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよ

うにするための措置が講じられていること。  

３  前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若しく

は小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において

「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第１号に

掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。  

  附則第４条中「１０年」を「１５年」に改める。  

（上尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正）  
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第２条  上尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年上尾市条例第２８号）の一部を次のように改正する。

 第６条第１項第１号中「を行う」を「（次項において「保育内容支援」

という。）を実施する」に改め、同項第３号中「第４項第１号」を「第６

項第１号」に改め、同条中第５項を第７項とし、第４項を第６項とし、同

条第３項各号列記以外の部分及び同項第１号を次のように改める。  

 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係

る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定めるものをいう。  

(1 ) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所（次

号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所におい

て代替保育が提供される場合  小規模保育事業Ａ型事業者等

 第６条第３項を同条第５項とし、同条第２項中「全てを満たすと認める」

を「いずれかを満たす」に、「前項第２号」を「第１項第２号」に改め、

同項各号を次のように改める。  

(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合に

は、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。

ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役

割の分担及び責任の所在が明確化されていること。

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないように

するための措置が講じられていること。

(2 ) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進

のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が

著しく困難であること。

 第６条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。  

２  市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる

要件の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこ

ととすることができる。  

(1 ) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保するこ

と。
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  (2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。  

   ア  家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれ

の役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。  

   イ  保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよ

うにするための措置が講じられていること。  

３  前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第２７条に規定する小規模

保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う

者（第５項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であっ

て、第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。  

第１６条第１項第２号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。  

附則第３条中「１０年」を「１５年」に改める。  

   附  則  

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

内閣府令及び厚生労働省令の改正に伴い、本市の特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を当該内閣府令及び厚生労働

省令で定める基準と同様のものに改めたいので、この案を提出する。  
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議案第２３号

 上尾市斎場条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市斎場条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  令和７年２月１７日提出

 上尾市長   畠  山   稔

上尾市斎場条例の一部を改正する条例

 上尾市斎場条例（平成１５年上尾市条例第３７号）の一部を次のように改

正する。  

第５条第１号中「午後５時」を「午後６時」に改める。

附  則

 （施行期日）  

１  この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。

（準備行為）  

２  上尾市斎場の利用に係るこの条例による改正後の上尾市斎場条例（以下

「新条例」という。）第６条第１項の許可に関し必要な手続その他の行為

は、この条例の施行前においても行うことができる。  

（経過措置）  

３  新条例第５条第１号の規定は、この条例の施行の日以後の上尾市斎場の

火葬場の利用について適用し、同日前の上尾市斎場の火葬場の利用につい

ては、なお従前の例による。  

提案理由

上尾伊奈斎場つつじ苑の火葬炉の稼働状況を踏まえ、火葬場の利用時間

を変更したいので、この案を提出する。
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議案第２４号  

上尾市土砂等のたい積の規制に関する条例を廃止する条例の制定につ

いて  

 上尾市土砂等のたい積の規制に関する条例を廃止する条例を次のように定

める。  

令和７年２月１７日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

   上尾市土砂等のたい積の規制に関する条例を廃止する条例  

 上尾市土砂等のたい積の規制に関する条例（平成１４年上尾市条例第３３

号）は、廃止する。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年７月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の上尾市土砂等のたい

積の規制に関する条例（以下「旧条例」という。）第６条第１項の許可を

受けている者（この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に旧

条例第６条第２項各号に掲げる事項の変更がある場合にあっては、旧条例

第９条第１項の許可（以下「変更許可」という。）を受けている者に限る。

以下この項において「許可事業者」という。）における変更許可（旧条例

第６条第２項第２号及び第５号から第７号までに掲げる事項の変更の申請

に係るものを除く。）、旧条例第１０条の規定による届出、旧条例第１１

条の規定による許可の取消し、旧条例第１２条の規定による標識の掲示、

旧条例第１３条の規定による関係書類の閲覧、旧条例第１５条第１項の規

定による届出、旧条例第１６条の規定による届出、旧条例第１７条第１項

の規定による命令（以下この項において「措置命令」という。）、旧条例

第１９条の規定による報告の徴収及び旧条例第２０条第１項の規定による

立入検査については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める日までの間、なお従前の例による。  

 (1 ) 許可事業者に係る許可（変更許可を受けた場合にあっては、当該変更

許可。以下この項において同じ。）が土砂等のたい積を行う期間の定め
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があるものであって、当該許可事業者が当該許可を受けた日から当該土

砂等のたい積を行う期間が満了する日までの間に措置命令を受けた場合

 当該土砂等のたい積を行う期間が満了する日又は当該措置命令に係る

事由が消滅する日のいずれか遅い日  

(2) 前号に掲げる場合以外の場合  許可事業者に係る許可の土砂等のたい

積を行う期間が満了する日  

３  施行日前にされた旧条例第１７条第２項の規定による命令を受けた者に

係る旧条例第１９条の規定による報告の徴収及び旧条例第２０条第１項の

規定による立入検査については、当該命令に係る事由が消滅する日までの

間は、なお従前の例による。  

４  施行日前に旧条例第６条第１項の許可又は変更許可の申請があった場合

において、施行日の前日までに当該申請に対する処分がされないときは、

当該申請は、同日に、却下されたものとみなす。  

５  施行日前にした行為並びに附則第２項及び第３項の規定によりなお従前

の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則

の適用については、なお従前の例による。  

提案理由

宅地造成及び特定盛土等規制法の一部改正に伴い、土砂等のたい積に関

し、同法に定める基準に基づき必要な規制を行いたいので、この案を提出

する。
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議案第２５号

上尾市建築基準法に基づく指定等の案の作成手続に関する条例の一部

を改正する条例の制定について

上尾市建築基準法に基づく指定等の案の作成手続に関する条例の一部を改

正する条例を次のように定める。  

令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

上尾市建築基準法に基づく指定等の案の作成手続に関する条例の一部

を改正する条例

上尾市建築基準法に基づく指定等の案の作成手続に関する条例（平成１５

年上尾市条例第２０号）の一部を次のように改正する。  

第１条第３号中「第５２条第１項第６号」を「第５２条第１項第８号」に

改める。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

  建築基準法に基づく指定等の案の作成手続に関し、所要の改正を行いた

いので、この案を提出する。
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議案第２６号

上尾市水道事業集中監視制御システム更新及び運転管理事業事業者選

定委員会条例の制定について

上尾市水道事業集中監視制御システム更新及び運転管理事業事業者選定委

員会条例を次のように定める。  

令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市水道事業集中監視制御システム更新及び運転管理事業事業者選

定委員会条例

（設置）  

第１条  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

（平成１１年法律第１１７号）に準じて実施する上尾市水道事業の集中監

視制御システム更新及び運転管理事業に係る事業者（以下単に「事業者」

という。）の選定を公正かつ適正に行うため、上尾市水道事業集中監視制

御システム更新及び運転管理事業事業者選定委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。  

（所掌事務）  

第２条  委員会は、水道事業の管理者の権限を行う市長（第３号及び第８条

において「市長」という。）の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査

審議する。  

(1) 事業者の審査基準の作成に関すること。

(2) 事業者から提出された提案書等の審査及び事業者の選定に関すること。

(3) 前２号に掲げるもののほか、事業者の選定に関し市長が必要と認める

こと。

 （組織）  

第３条  委員会は、委員５人以内をもって組織する。  

２  委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市職員

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

（委員の任期）
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第４条  委員の任期は、委嘱又は任命の日から第２条各号に掲げる所掌事務

が終了する日までとする。  

 （委員長及び副委員長）  

第５条  委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定

める。  

２  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

３  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を

代理する。  

 （会議）  

第６条  委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。  

２  委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。  

３  委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。  

４  委員会の会議は、非公開とする。  

 （関係者の会議への出席等）  

第７条  委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、

関係者に対して、資料の提出を求め、又は会議への出席を求めてその意見

若しくは説明を聴くことができる。  

 （報告）  

第８条  委員長は、第２条各号に掲げる所掌事務に関し成果を得たときその

他必要があると認めるとき、又は市長の要求があったときは、その成果又

は委員会における活動の状況を市長に報告するものとする。  

 （守秘義務）  

第９条  委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、同様とする。  

 （庶務）  

第１０条  委員会の庶務は、上下水道部において処理する。  

 （委任）  

第１１条  この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

委員長が委員会に諮って定める。  

   附  則  
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 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正）  

２  上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。

  第１条の２第３８号を次のように改める。

(3 8 ) 水道事業集中監視制御システム更新及び運転管理事業事業者選定委

員会委員  

  別表３８の項を次のように改める。

３８ 水道事業集中監視制御システム更新

及び運転管理事業事業者選定委員会  

委員長

委員  

日額  １６，０００円

日額  １５，０００円

 （この条例の失効）  

３  この条例は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。

提案理由

上尾市水道事業の集中監視制御システム更新及び運転管理事業に係る事

業者の選定を公正かつ適正に行うため、附属機関として上尾市水道事業集

中監視制御システム更新及び運転管理事業事業者選定委員会を設置したい

ので、この案を提出する。
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議案第２７号

上尾市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て  

 上尾市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

上尾市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例

上尾市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例（平成２５年上尾市条例第２１号）の一部を次

のように改正する。  

第３条第１号中「の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生

工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、」を削り、「に

おいて土木工学科若しくは」を「において土木工学科又は」に、「２年以上

水道」を「３年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川（以下この条

において「水道等」という。）」に改め、「有する者」の次に「（１年６月

以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加

え、同条第２号中「の土木工学科」を削り、「これ」を「旧大学令による大

学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれら」に改め、「において

衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目」を削り、「３年以上水

道」を「４年以上水道等」に改め、「有する者」の次に「（２年以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、同条第

３号中「 による専門学校」の次に「（次号において「短期大学等」とい

う。）」を、「修了した後」の次に「。次号において同じ。」を加え、「水

道」を「水道等」に改め、「有する者」の次に「（２年６月以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、同条第８号

中「１年以上水道」を「１年以上水道等」に改め、「もの」の次に「（６月

以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものに限る。）」を

加え、同号を同条第１０号とし、同条第７号中「第１号若しくは第２号に規
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定する課程及び学科目又は第３号若しくは第４号」を「第１号から第６号ま

で」に改め、「又は学科目」を削り、「水道」を「水道等」に改め、「有す

る者」の次に「（それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の２分

の１以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」

を加え、同号を同条第９号とし、同条第６号中「１年以上、第２号の卒業者

にあっては２年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの」

を「２年以上、第２号の卒業者にあっては３年以上水道等に関する技術上の

実務に従事した経験を有するもの（第１号の卒業者にあっては１年以上、第

２号の卒業者にあっては１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有するものに限る。）」に改め、同号を同条第８号とし、同条第５号

中「水道」を「水道等」に改め、「有する者」の次に「（５年以上水道の工

事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、同

号を同条第７号とし、同条第４号中「による中等学校」の次に「（次号にお

いて「高等学校等」という。）」を加え、「水道」を「水道等」に改め、

「有する者」の次に「（３年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者に限る。）」を加え、同号を同条第５号とし、同号の次に次

の１号を加える。  

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程

を修めて卒業した後、８年以上水道等に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者（４年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者に限る。）  

第３条第３号の次に次の１号を加える。  

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程

を修めて卒業した後、６年以上水道等に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者（３年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者に限る。）  

第３条に次の１号を加える。  

 (11 ) 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３７条第１項及び第

２項の規定による土木施工管理に係る１級の技術検定に合格した者であ

って、３年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するも

の（１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するも
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のに限る。）  

第４条第１号を次のように改める。

(1) 前条第１号、第３号又は第５号に規定する学校において土木工学科若

しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後（専門職大

学前期課程にあっては、修了した後）、同条第１号に規定する学校を卒

業した者については３年以上、同条第３号に規定する学校を卒業した者

（専門職大学前期課程にあっては、修了した者）については５年以上、

同条第５号に規定する学校を卒業した者については７年以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者  

第４条第２号中「前条第１項第１号」を「前条第１号」に、「及び第４号」

を「又は第５号」に改め、「土木工学以外の」を削り、「に関する学科目又

はこれらに相当する学科目」を「の課程又はこれらに相当する課程（土木工

学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。）」に、「同項第１号」

を「同条第１号」に、「同項第３号」を「同条第３号」に、「同項第４号」

を「同条第５号」に改め、同条第４号中「前条第１項第１号」を「前条第１

号」に、「及び第４号」を「及び第５号」に、「学科目」を「課程」に、

「同項第１号」を「同条第１号」に、「同項第３号」を「同条第３号」に、

「同項第４号」を「同条第５号」に改め、同条第５号中「第２号」を「第１

号若しくは第２号」に、「学科目」を「課程」に改め、同条に次の２号を加

える。

(7) 技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に

合格した者（選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限

る。）であって、１年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を

有するもの  

(8) 建設業法施行令第３７条第１項及び第２項の規定による土木施工管理

に係る１級の技術検定に合格した者であって、３年以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有するもの

 附  則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。
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提案理由

水道法施行令の一部改正に伴い、布設工事監督者及び水道技術管理者に

必要な資格基準を同令で定める基準と同様のものに改めたいので、この案

を提出する。
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議案第２８号

上尾市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

 上尾市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正

する条例を次のように定める。  

  令和７年２月１７日提出

 上尾市長   畠  山   稔

上尾市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を

改正する条例

 上尾市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和３９年

上尾市条例第２８号）の一部を次のように改正する。  

 別表を次のように改める。

別表（第２条関係）  

（単位：円）

階

級

勤務年数

５ 年 以

上 10 年
未満

10 年 以

上 15 年
未満

15 年 以

上 20 年
未満

20 年 以

上 25 年
未満

25 年 以

上 30 年
未満

30 年 以

上 35 年
未満

35年以上

団
長

239,000 344,000 459,000 594,000 779,000 979,000 1,079,000 

副
団
長

229,000 329,000 429,000 534,000 709,000 909,000 1,009,000 

分
団
長

219,000 318,000 413,000 513,000 659,000 849,000 949,000 

副
分
団
長

214,000 303,000 388,000 478,000 624,000 809,000 909,000 

部
長
及
び
班
長

204,000 283,000 358,000 438,000 564,000 734,000 834,000 

団

員

200,000 264,000 334,000 409,000 519,000 689,000 789,000 
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附  則

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の上尾市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給

に関する条例（以下「新条例」という。）別表の規定は、この条例の施行

の日以後に退職した消防団員（新条例第１条に規定する消防団員をいう。

以下同じ。）について適用し、同日前に退職した消防団員については、な

お従前の例による。  

提案理由

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に

伴い、退職報償金の勤務年数区分を見直したいので、この案を提出する。
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議案第２９号

財産の取得について  

下記のとおり中学校教師用指導書を取得することについて、議決を求める。

令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

 記  

１  物 品 の 数 量  中学校教師用指導書  ３３８冊  

２  取 得 の 目 的  中学校使用教科用図書の採択による買換えのため。

３  取 得 の 方 法  随意契約  

４  取 得 価 格  ２０，００５，１５０円  

５  契約の相手方  上尾市小泉五丁目３１番地１８  

株式会社高砂屋書店上尾支店  

提案理由

中学校教師用指導書を取得したいので、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、この案を提出する。
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議案第３０号

財産の取得について  

下記のとおり中学校教師用指導書を取得することについて、議決を求める。

令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

 記  

１  物 品 の 数 量  中学校教師用指導書  ３４９冊  

２  取 得 の 目 的  中学校使用教科用図書の採択による買換えのため。

３  取 得 の 方 法  随意契約  

４  取 得 価 格  ２０，４５７，６９０円  

５  契約の相手方  上尾市宮本町５番１８号  

有限会社三協堂書店  

提案理由

中学校教師用指導書を取得したいので、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、この案を提出する。

-101-



議案第３１号

 市道路線の認定について  

下記のとおり路線を認定することについて、議決を求める。

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

 記  

路線認定調書

路 線 名 起  点 終  点

重 要

な 経

過 地

２２０６７号線
上尾市富士見二丁目２

７６番地先  

上尾市富士見二丁目２

７６番地先  

提案理由

  都市計画法の規定に基づき市に帰属した道路を市道路線として認定した

いので、道路法第８条第２項の規定により、この案を提出する。  
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議案第３２号

 市道路線の認定について  

下記のとおり路線を認定することについて、議決を求める。

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

 記  

路線認定調書

路 線 名 起  点 終  点

重 要

な 経

過 地

１０７４号線
上尾市大字平 字谷津

下９３７番地先  

上尾市須ケ谷一丁目１

９４番地先  

提案理由

  第二産業道路延伸事業の進ちょくに伴い、県道の一部を市道路線として

認定したいので、道路法第８条第２項の規定により、この案を提出する。  
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議案第３３号

 市道路線の認定について  

下記のとおり路線を認定することについて、議決を求める。

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

 記  

路線認定調書

路 線 名 起  点 終  点

重 要

な 経

過 地

３１２１６号線
上尾市大字久保字天神

前耕地２８３番地先  

上尾市大字上字堤下３

６７番地先  

３１２１７号線
上尾市大字上字堤下３

５４番地先  

上尾市大字上字堤下２

９６番地先  

提案理由

  県営上尾シラコバト住宅の一部取壊しに伴い、同住宅の敷地内通路及び

周辺道路を市道路線として認定したいので、道路法第８条第２項の規定に

より、この案を提出する。
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議案第３４号

 市道路線の認定について  

別紙路線認定調書のとおり路線を認定することについて、議決を求める。

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

提案理由

  上尾都市計画事業大谷北部第二土地区画整理事業の完了に伴い、路線の

再編成を行うため、新設道路を市道路線として認定したいので、道路法第

８条第２項の規定により、この案を提出する。  
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別紙

路線認定調書

路 線 名 起  点 終  点

重 要

な 経

過 地

１０７５号線
上尾市今泉三丁目１６

番地先  

上尾市今泉二丁目２５

番地先  

１０７６号線
上尾市川三丁目７番地

先  

上尾市今泉二丁目４７

番地先  

１０７７号線
上尾市壱丁目北２９番

地先  

上尾市今泉二丁目２１

番地先  

１０７８号線
上尾市今泉三丁目１９

番地先  

上尾市今泉二丁目７番

地先  

２０５３１号線
上尾市今泉二丁目２２

番地先  

上尾市今泉二丁目２５

番地先  

２１９０９号線
上尾市今泉二丁目１７

番地先  

上尾市今泉二丁目１９

番地先  

２１９１０号線
上尾市今泉二丁目４１

番地先  

上尾市今泉二丁目４０

番地先  

２１９１１号線
上尾市今泉二丁目４３

番地先  

上尾市今泉二丁目４１

番地先  

２１９１２号線
上尾市今泉二丁目４４

番地先  

上尾市今泉二丁目４３

番地先  

２１９１３号線
上尾市今泉二丁目４４

番地先  

上尾市今泉二丁目１５

番地先  

２１９１４号線
上尾市今泉二丁目５１

番地先  

上尾市今泉二丁目５２

番地先  

２１９１５号線
上尾市今泉二丁目５３

番地先  

上尾市今泉二丁目５１

番地先  

２１９１６号線
上尾市今泉二丁目１２

番地先  

上尾市今泉二丁目１１

番地先  

２１９１７号線
上尾市今泉三丁目２２

番地先  

上尾市今泉三丁目２３

番地先  

２１９１８号線
上尾市今泉三丁目１４

番地先  

上尾市今泉三丁目１５

番地先  
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２１９１９号線
上尾市今泉三丁目１２

番地先  

上尾市今泉三丁目１４

番地先  

２１９２０号線
上尾市今泉三丁目１３

番地先  

上尾市今泉三丁目１２

番地先  

２１９２１号線
上尾市今泉三丁目２３

番地先  

上尾市今泉三丁目２４

番地先  

２１９２２号線
上尾市今泉三丁目３４

番地先  

上尾市今泉三丁目３５

番地先  

２１９２３号線
上尾市今泉三丁目３１

番地先  

上尾市今泉三丁目３１

番地先  

２１９２４号線
上尾市今泉三丁目４１

番地先  

上尾市今泉三丁目４０

番地先  

２１９２５号線
上尾市今泉三丁目３番

地先  

上尾市今泉三丁目６番

地先  

２１９２６号線
上尾市今泉三丁目２番

地先  

上尾市今泉三丁目３番

地先  

２１９２７号線
上尾市今泉三丁目７番

地先  

上尾市今泉三丁目８番

地先  

２１９２８号線
上尾市今泉三丁目５２

番地先  

上尾市今泉三丁目５１

番地先  

２１９２９号線
上尾市今泉二丁目３番

地先  

上尾市今泉二丁目５番

地先  

２１９３０号線
上尾市今泉二丁目５６

番地先  

上尾市今泉二丁目５８

番地先  

２１９３１号線 上尾市東今泉７番地先 上尾市東今泉８番地先

２１９３２号線
上尾市東今泉１２番地

先  
上尾市東今泉７番地先

２１９３３号線
上尾市東今泉１１番地

先  

上尾市東今泉１５番地

先  

２１９３４号線
上尾市東今泉１４番地

先  

上尾市東今泉１３番地

先  

２１９３５号線
上尾市東今泉１７番地

先  

上尾市東今泉１６番地

先  

２１９３６号線
上尾市東今泉１８番地

先  

上尾市東今泉１９番地

先  
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２１９３７号線
上尾市東今泉２０番地

先  

上尾市東今泉１４番地

先  

２１９３８号線
上尾市東今泉２１番地

先  

上尾市東今泉１８番地

先  

２１９３９号線
上尾市東今泉２２番地

先  

上尾市東今泉２３番地

先  

２１９４０号線 上尾市東今泉６番地先
上尾市今泉二丁目２番

地先  

２１９４１号線
上尾市東今泉２５番地

先  
上尾市東今泉２番地先

２１９４２号線
上尾市今泉三丁目２９

番地先  

上尾市今泉三丁目３１

番地先  

２１９４３号線
上尾市今泉二丁目５８

番地先  

上尾市今泉二丁目５７

番地先  

２１９４４号線
上尾市今泉二丁目２４

番地先  

上尾市今泉二丁目２３

番地先  

２１９４５号線
上尾市今泉三丁目９番

地先  

上尾市今泉三丁目１０

番地先  

２１９４６号線
上尾市今泉二丁目８番

地先  

上尾市今泉二丁目７番

地先  

２１９４７号線
上尾市今泉三丁目１６

番地先  

上尾市今泉三丁目１７

番地先  

２１９４８号線
上尾市今泉二丁目２１

番地先  

上尾市今泉二丁目２４

番地先  

２１９４９号線
上尾市今泉二丁目１３

番地先  

上尾市今泉二丁目１４

番地先  

２１９５０号線
上尾市今泉二丁目９番

地先  

上尾市今泉二丁目１０

番地先  

２１９５１号線
上尾市今泉三丁目１９

番地先  

上尾市今泉三丁目２０

番地先  

２１９５２号線
上尾市今泉三丁目２１

番地先  

上尾市今泉三丁目２２

番地先  

２１９５３号線
上尾市今泉三丁目１１

番地先  

上尾市今泉三丁目１１

番地先  

２１９５４号線
上尾市今泉三丁目３８

番地先  

上尾市今泉三丁目３６

番地先  
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２１９５５号線
上尾市今泉三丁目４８

番地先  

上尾市今泉三丁目４９

番地先  

２１９５６号線
上尾市今泉三丁目４６

番地先  

上尾市今泉三丁目４７

番地先  

２１９５７号線
上尾市今泉三丁目４４

番地先  

上尾市今泉三丁目４５

番地先  

２１９５８号線
上尾市今泉三丁目４９

番地先  

上尾市今泉三丁目５０

番地先  

２１９５９号線
上尾市今泉三丁目１番

地先  

上尾市今泉三丁目５番

地先  

２１９６０号線 上尾市東今泉９番地先 上尾市東今泉７番地先

２１９６１号線
上尾市東今泉１３番地

先  
上尾市東今泉４番地先

２１９６２号線
上尾市今泉二丁目４５

番地先  

上尾市今泉二丁目４５

番地先  

２１９６３号線
上尾市今泉二丁目４０

番地先  

上尾市今泉二丁目４０

番地先  

２１９６４号線
上尾市今泉三丁目２９

番地先  

上尾市今泉三丁目２９

番地先  

２１９６５号線
上尾市今泉三丁目２９

番地先  

上尾市今泉三丁目２９

番地先  

２１９６６号線
上尾市今泉三丁目３１

番地先  

上尾市今泉三丁目３１

番地先  

２１９６７号線
上尾市今泉三丁目５０

番地先  

上尾市今泉三丁目５０

番地先  

２１９６８号線
上尾市今泉三丁目５１

番地先  

上尾市今泉三丁目５１

番地先  

２１９６９号線
上尾市今泉二丁目１番

地先  

上尾市今泉二丁目１番

地先  

２１９７０号線 上尾市東今泉７番地先 上尾市東今泉７番地先

２１９７１号線
上尾市東今泉１５番地

先  

上尾市東今泉１５番地

先  

２１９７２号線
上尾市今泉二丁目２８

番地先  

上尾市今泉二丁目３６

番地先  
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２１９７３号線
上尾市今泉二丁目５５

番地先  

上尾市今泉二丁目５５

番地先  

２１９７４号線
上尾市川三丁目１番地

先  
上尾市東今泉５番地先

２１９７５号線
上尾市今泉三丁目３２

番地先  

上尾市今泉三丁目３３

番地先  

２１９７６号線
上尾市今泉二丁目３９

番地先  

上尾市今泉二丁目３８

番地先  

２１９７７号線
上尾市今泉三丁目３３

番地先  

上尾市今泉三丁目３５

番地先  

２１９７８号線
上尾市東今泉１９番地

先  
上尾市東今泉７番地先

２１９７９号線
上尾市東今泉１０番地

先  

上尾市東今泉１１番地

先  

２１９８０号線
上尾市東今泉１５番地

先  

上尾市東今泉１７番地

先  

２１９８１号線
上尾市東今泉１９番地

先  

上尾市東今泉１５番地

先  

２１９８２号線
上尾市東今泉２３番地

先  

上尾市東今泉２０番地

先  

２１９８３号線
上尾市東今泉２４番地

先  
上尾市東今泉３番地先

２１９８４号線 上尾市東今泉２番地先
上尾市東今泉２４番地

先  

２１９８５号線 上尾市東今泉１番地先
上尾市東今泉２５番地

先  

２１９８６号線
上尾市今泉二丁目１７

番地先  

上尾市今泉二丁目１８

番地先  

２１９８７号線
上尾市今泉三丁目３３

番地先  

上尾市今泉三丁目２８

番地先  

２１９８８号線
上尾市今泉三丁目４５

番地先  

上尾市今泉三丁目４６

番地先  

２１９８９号線
上尾市今泉二丁目３４

番地先  

上尾市今泉二丁目３０

番地先  

２１９９０号線
上尾市今泉三丁目１５

番地先  

上尾市今泉三丁目１７

番地先  
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２１９９１号線
上尾市今泉三丁目４３

番地先  

上尾市今泉三丁目４４

番地先  

２１９９２号線 上尾市東今泉５番地先 上尾市東今泉６番地先

２１９９３号線
上尾市壱丁目北２５番

地先  

上尾市壱丁目北２７番

地先  

２１９９４号線
上尾市今泉二丁目２１

番地先  

上尾市今泉二丁目２２

番地先  

２１９９５号線
上尾市今泉二丁目２７

番地先  

上尾市今泉二丁目２８

番地先  

２１９９６号線
上尾市今泉二丁目２９

番地先  

上尾市今泉二丁目２８

番地先  

２１９９７号線
上尾市今泉二丁目３５

番地先  

上尾市今泉二丁目３６

番地先  

２１９９８号線
上尾市今泉二丁目３２

番地先  

上尾市今泉二丁目２６

番地先  

２１９９９号線
上尾市今泉二丁目３４

番地先  

上尾市今泉二丁目３ 1

番地先  

２２０００号線
上尾市今泉二丁目１９

番地先  

上尾市今泉二丁目３１

番地先  

２２００１号線
上尾市今泉二丁目３１

番地先  

上尾市今泉二丁目３２

番地先  

２２００２号線
上尾市今泉二丁目３３

番地先  

上尾市今泉二丁目１６

番地先  

２２００３号線
上尾市今泉二丁目１６

番地先  

上尾市今泉二丁目１９

番地先  

２２００４号線
上尾市今泉二丁目１８

番地先  

上尾市今泉二丁目２０

番地先  

２２００５号線
上尾市今泉二丁目３９

番地先  

上尾市今泉二丁目４０

番地先  

２２００６号線
上尾市今泉二丁目４５

番地先  

上尾市今泉二丁目１３

番地先  

２２００７号線
上尾市今泉二丁目４９

番地先  

上尾市今泉二丁目４６

番地先  

２２００８号線
上尾市今泉二丁目４８

番地先  

上尾市今泉二丁目４６

番地先  
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２２００９号線
上尾市今泉二丁目４９

番地先  

上尾市今泉二丁目５０

番地先  

２２０１０号線
上尾市今泉二丁目５０

番地先  

上尾市今泉二丁目５１

番地先  

２２０１１号線
上尾市今泉二丁目５４

番地先  

上尾市今泉二丁目１２

番地先  

２２０１２号線
上尾市今泉二丁目１０

番地先  

上尾市今泉二丁目１２

番地先  

２２０１３号線
上尾市今泉二丁目７番

地先  

上尾市今泉二丁目４番

地先  

２２０１４号線
上尾市今泉二丁目５４

番地先  

上尾市今泉二丁目４９

番地先  

２２０１５号線
上尾市今泉三丁目２０

番地先  

上尾市今泉三丁目２４

番地先  

２２０１６号線
上尾市今泉三丁目１１

番地先  

上尾市今泉三丁目１２

番地先  

２２０１７号線
上尾市今泉三丁目１７

番地先  

上尾市今泉三丁目２４

番地先  

２２０１８号線
上尾市今泉三丁目３１

番地先  

上尾市今泉三丁目２５

番地先  

２２０１９号線
上尾市今泉二丁目１４

番地先  

上尾市今泉二丁目３９

番地先  

２２０２０号線
上尾市今泉三丁目３０

番地先  

上尾市今泉三丁目３８

番地先  

２２０２１号線
上尾市今泉三丁目２８

番地先  

上尾市今泉三丁目２５

番地先  

２２０２２号線
上尾市今泉三丁目３５

番地先  

上尾市今泉三丁目２６

番地先  

２２０２３号線
上尾市今泉三丁目３８

番地先  

上尾市今泉三丁目４番

地先  

２２０２４号線
上尾市今泉三丁目２７

番地先  

上尾市今泉三丁目２６

番地先  

２２０２５号線
上尾市今泉三丁目４番

地先  

上尾市今泉三丁目３１

番地先  

２２０２６号線
上尾市今泉三丁目３９

番地先  

上尾市今泉三丁目４番

地先  
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２２０２７号線
上尾市今泉三丁目３９

番地先  

上尾市今泉三丁目１０

番地先  

２２０２８号線
上尾市今泉三丁目５３

番地先  

上尾市今泉三丁目４７

番地先  

２２０２９号線
上尾市今泉三丁目５０

番地先  

上尾市今泉三丁目５１

番地先  

２２０３０号線
上尾市今泉三丁目５３

番地先  

上尾市今泉三丁目５２

番地先  

２２０３１号線
上尾市今泉三丁目４３

番地先  

上尾市今泉三丁目４１

番地先  

２２０３２号線
上尾市今泉三丁目６番

地先  

上尾市今泉三丁目４３

番地先  

２２０３３号線
上尾市今泉三丁目８番

地先  

上尾市今泉三丁目２番

地先  

２２０３４号線
上尾市今泉三丁目５番

地先  

上尾市今泉三丁目７番

地先  

２２０３５号線
上尾市今泉二丁目５５

番地先  

上尾市今泉二丁目５７

番地先  

２２０３６号線
上尾市今泉二丁目５８

番地先  

上尾市今泉二丁目６番

地先  

２２０３７号線
上尾市今泉二丁目２番

地先  

上尾市今泉二丁目６番

地先  

２２０３８号線 上尾市東今泉８番地先
上尾市今泉二丁目３番

地先  

２２０３９号線
上尾市東今泉２３番地

先  

上尾市今泉二丁目２番

地先  

２２０４０号線
上尾市川三丁目７番地

先  

上尾市今泉三丁目５４

番地先  

２２０４１号線
上尾市川三丁目９番地

先  

上尾市今泉三丁目５４

番地先  

２２０４２号線
上尾市川三丁目６番地

先  

上尾市今泉三丁目５４

番地先  

２２０４３号線
上尾市川三丁目６番地

先  

上尾市川三丁目１０番

地先  

２２０４４号線
上尾市川三丁目３番地

先  

上尾市川三丁目６番地

先  
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２２０４５号線
上尾市川三丁目５番地

先  

上尾市川三丁目６番地

先  

２２０４６号線
上尾市川三丁目２番地

先  

上尾市川三丁目５番地

先  

２２０４７号線
上尾市今泉二丁目２６

番地先  

上尾市今泉二丁目３５

番地先  

２２０４８号線
上尾市今泉二丁目３７

番地先  

上尾市今泉二丁目４６

番地先  

２２０４９号線
上尾市今泉三丁目３２

番地先  

上尾市今泉三丁目３２

番地先  

２２０５０号線
上尾市今泉二丁目１５

番地先  

上尾市今泉二丁目３４

番地先  

２２０５１号線
上尾市今泉三丁目２３

番地先  

上尾市今泉三丁目２９

番地先  

２２０５２号線
上尾市東今泉２７番地

先  

上尾市東今泉１６番地

先  

２２０５３号線
上尾市壱丁目北２８番

地先  

上尾市壱丁目北２５番

地先  

２２０５４号線
上尾市今泉三丁目１８

番地先  

上尾市壱丁目北２７番

地先  

２２０５５号線
上尾市今泉二丁目７番

地先  

上尾市今泉二丁目３６

番地先  

２２０５６号線
上尾市今泉三丁目１０

番地先  

上尾市今泉三丁目２９

番地先  

２２０５７号線
上尾市今泉三丁目８番

地先  

上尾市今泉三丁目３０

番地先  

２２０５８号線
上尾市川三丁目１番地

先  

上尾市今泉三丁目５４

番地先  

２２０５９号線
上尾市壱丁目北２５番

地先  

上尾市壱丁目北２９番

地先  

２２０６０号線
上尾市壱丁目北２６番

地先  

上尾市壱丁目北２５番

地先  

２２０６１号線
上尾市今泉二丁目４７

番地先  

上尾市今泉二丁目５４

番地先  

２２０６２号線
上尾市今泉二丁目１番

地先  

上尾市今泉二丁目６番

地先  
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２２０６３号線
上尾市今泉二丁目２５

番地先  

上尾市今泉二丁目２１

番地先  

２２０６４号線
上尾市今泉三丁目５２

番地先  

上尾市今泉三丁目５３

番地先  

２２０６５号線
上尾市川三丁目８番地

先  

上尾市川三丁目９番地

先  

２２０６６号線
上尾市今泉二丁目３６

番地先  

上尾市今泉二丁目３６

番地先  
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議案第３５号

 市道路線の廃止について  

別紙路線廃止調書のとおり路線を廃止することについて、議決を求める。

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

提案理由

  上尾都市計画事業大谷北部第二土地区画整理事業の完了に伴い、路線の

再編成を行うため、市道路線を廃止したいので、道路法第１０条第３項に

おいて準用する同法第８条第２項の規定により、この案を提出する。  

-116-



別紙

路線廃止調書

路 線 名 起  点 終  点

重 要

な 経

過 地

１０１３号線
上尾市大字川字台辻２

８９番地先  

上尾市大字今泉字西９

０番地先  

１０１４号線
上尾市大字川字本村１

２２番地先  

上尾市大字今泉字松原

９６１番地先  

２０５３１号線
上尾市大字小敷谷字原

通８４１番地先  

上尾市大字今泉字大西

３２４番地先  

２０５３２号線
上尾市大字今泉字大西

３３４番地先  

上尾市大字今泉字西１

１１番地先  

２０５３３号線
上尾市大字今泉字西９

２番地先  

上尾市大字今泉字西１

０５番地先  

２０５３４号線
上尾市大字今泉字西１

６８番地先  

上尾市大字今泉字西１

４９番地先  

２０５３５号線
上尾市大字今泉字西１

５２番地先  

上尾市大字今泉字西１

５４番地先  

２０５３６号線
上尾市大字今泉字西１

４５番地先  

上尾市大字今泉字西１

４６番地先  

２０５３７号線
上尾市大字今泉字西１

６８番地先  

上尾市大字今泉字西１

５６番地先  

２０５３８号線
上尾市大字今泉字西１

６８番地先  

上尾市大字今泉字大西

３２４番地先  

２０５３９号線
上尾市大字今泉字西浦

３２３番地先  

上尾市大字今泉字西１

２６番地先  

２０５４０号線
上尾市大字今泉字西１

６９番地先  

上尾市大字今泉字西１

１５番地先  

２０５４１号線
上尾市大字今泉字西１

３６番地先  

上尾市大字今泉字西１

３２番地先  

２０５４２号線
上尾市大字今泉字稲荷

前２６２番地先  

上尾市大字今泉字稲荷

前２４０番地先  

２０５４３号線
上尾市大字今泉字稲荷

前２４０番地先  

上尾市大字今泉字稲荷

前２６１番地先  
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２０５４４号線
上尾市大字今泉字松原

８４番地先  

上尾市大字今泉字松原

７１番地先  

２０５４５号線
上尾市大字今泉字本村

４８番地先  

上尾市大字今泉字松原

７４番地先  

２０５４６号線
上尾市大字川字台辻２

１９番地先  

上尾市大字今泉字本村

１５番地先  

２０５４７号線
上尾市大字今泉字本村

４４番地先  

上尾市大字今泉字本村

３８番地先  

２０５４８号線
上尾市大字今泉字本村

３８番地先  

上尾市大字今泉字本村

２５番地先  

２０５４９号線
上尾市大字川字台辻２

２６番地先  

上尾市大字今泉字前１

７８番地先  

２０５５０号線
上尾市大字川字台辻２

７６番地先  

上尾市大字今泉字前１

８３番地先  

２０５５１号線
上尾市大字今泉字前１

７６番地先  

上尾市大字今泉字前１

８３番地先  

２０５５２号線
上尾市大字今泉字前１

８２番地先  

上尾市大字今泉字前１

８２番地先  

２０５５３号線
上尾市大字今泉字稲荷

前２４６番地先  

上尾市大字今泉字稲荷

前２３６番地先  

２０５５４号線
上尾市大字今泉字稲荷

前２３８番地先  

上尾市大字今泉字稲荷

前２３６番地先  

２０５５５号線
上尾市大字今泉字稲荷

前２１９番地先  

上尾市大字今泉字稲荷

前２３５番地先  

２０５５６号線
上尾市大字今泉字稲荷

前２１１番地先  

上尾市大字川字台辻２

２０番地先  

２０５５７号線
上尾市大字川字台辻２

３１番地先  

上尾市大字今泉字台下

６０５番地先  

２０５７２号線
上尾市大字今泉字四反

田５７８番地先  

上尾市大字今泉字四反

田５８７番地先  

２０５７３号線
上尾市大字今泉字四反

田５３６番地先  

上尾市大字今泉字四反

田５８８番地先  

２０５７４号線
上尾市大字今泉字四反

田４９５番地先  

上尾市大字今泉字四反

田５００番地先  

２０５７５号線
上尾市大字今泉字四反

田５５９番地先  

上尾市大字今泉字四反

田５６９番地先  
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２０５７６号線
上尾市大字今泉字四反

田５４５番地先  

上尾市大字今泉字四反

田５５２番地先  

２０５７７号線
上尾市大字今泉字四反

田５０５番地先  

上尾市大字今泉字四反

田５３５番地先  

２０５７８号線
上尾市大字川字本村１

６４番地先  

上尾市大字川字本村１

５９番地先  

２０５７９号線
上尾市大字川字本村９

６番地先  

上尾市大字川字本村１

４９番地先  

２０５８０号線
上尾市大字川字本村１

５６番地先  

上尾市大字川字本村９

０番地先  

２０７５３号線
上尾市大字今泉字大西

３２４番地先  

上尾市大字今泉字西浦

３１３番地先  

２１１０１号線
上尾市大字今泉字稲荷

前２２８番地先  

上尾市大字今泉字稲荷

前２２８番地先  
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議案第３６号

 公平委員会委員の選任について  

上尾市公平委員会委員に下記の者を選任することについて、同意を求める。

  令和７年２月１７日提出

 上尾市長   畠  山   稔

記  

○○○○○○○○○○○○

  根  岸   遼

○○○○○○○○○

提案理由

  公平委員会委員根岸遼氏の任期は、令和７年３月３１日で満了となるが、

同氏を再び選任することについて同意を得たいので、地方公務員法第９条

の２第２項の規定により、この案を提出する。
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議案第３７号

 農業委員会委員の任命について  

上尾市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

記

○○○○○○○○○○○○

  今  川  修  一

○○○○○○○○○

提案理由

農業委員会委員の任期は、令和７年４月２日で満了となるため、今川修

一氏を再び任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、この案を提出する。
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議案第３８号

 農業委員会委員の任命について  

上尾市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

記

○○○○○○○○○○○○

  新  木  英  男

○○○○○○○○○

提案理由

農業委員会委員の任期は、令和７年４月２日で満了となるため、新木英

男氏を再び任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、この案を提出する。
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議案第３９号

 農業委員会委員の任命について  

上尾市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

記

○○○○○○○○○○○○

  藤  波   貢

○○○○○○○○○

提案理由

農業委員会委員の任期は、令和７年４月２日で満了となるため、藤波貢

氏を再び任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関する

法律第８条第１項の規定により、この案を提出する。
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議案第４０号  

   農業委員会委員の任命について  

 上尾市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。  

  令和７年２月１７日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

 ○○○○○○○○○○○○  

  平  野  修  一  

   ○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

農業委員会委員の任期は、令和７年４月２日で満了となるため、平野修

一氏を再び任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、この案を提出する。
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議案第４１号

 農業委員会委員の任命について  

上尾市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

記

○○○○○○○○○○○○

  黒  須 昭

○○○○○○○○○

提案理由

農業委員会委員の任期は、令和７年４月２日で満了となるため、黒須

昭氏を再び任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、この案を提出する。
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議案第４２号

 農業委員会委員の任命について  

上尾市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

記

○○○○○○○○○○○○

  千  葉  ふ  み  子

○○○○○○○○○

提案理由

農業委員会委員の任期は、令和７年４月２日で満了となるため、千葉ふ

み子氏を再び任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関

する法律第８条第１項の規定により、この案を提出する。
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議案第４３号

 農業委員会委員の任命について  

上尾市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

記

○○○○○○○○○○○○

  市  村  英  一

○○○○○○○○○

提案理由

農業委員会委員の任期は、令和７年４月２日で満了となるため、市村英

一氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関する法

律第８条第１項の規定により、この案を提出する。
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議案第４４号  

   農業委員会委員の任命について  

 上尾市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。  

  令和７年２月１７日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

 ○○○○○○○○○○○○  

  岸  井  良  雄  

   ○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

農業委員会委員の任期は、令和７年４月２日で満了となるため、岸井良

雄氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関する法

律第８条第１項の規定により、この案を提出する。
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議案第４５号

 農業委員会委員の任命について  

上尾市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

記

○○○○○○○○○○○○

  鈴  木  一  仁

○○○○○○○○○

提案理由

農業委員会委員の任期は、令和７年４月２日で満了となるため、鈴木一

仁氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関する法

律第８条第１項の規定により、この案を提出する。
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議案第４６号

 農業委員会委員の任命について  

上尾市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

記

○○○○○○○○○○○○

  野 健  次

○○○○○○○○○

提案理由

農業委員会委員の任期は、令和７年４月２日で満了となるため、野 健

次氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関する法

律第８条第１項の規定により、この案を提出する。
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議案第４７号

 農業委員会委員の任命について  

上尾市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

記

○○○○○○○○○○○○

  松  本  修  一

○○○○○○○○○

提案理由

農業委員会委員の任期は、令和７年４月２日で満了となるため、松本修

一氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関する法

律第８条第１項の規定により、この案を提出する。
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議案第４８号

教育委員会教育長の任命について

 上尾市教育委員会教育長に下記の者を任命することについて、同意を求め

る。  

  令和７年２月１７日提出

  上尾市長 畠  山 稔

記

○○○○○○○○○○○○

西  倉 剛

○○○○○○○○○

提案理由

  教育委員会教育長西倉剛氏の任期は、令和７年３月３１日で満了となる

が、同氏を再び任命することについて同意を得たいので、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、この案を提出する。
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議案第４９号

 教育委員会委員の任命について  

上尾市教育委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。

  令和７年２月１７日提出

 上尾市長   畠  山   稔

記  

○○○○○○○○○○○○

  谷  島   大

○○○○○○○○○

提案理由

  教育委員会委員谷島大氏の任期は、令和７年３月３１日で満了となるが、

同氏を再び任命することについて同意を得たいので、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、この案を提出する。
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議案第５０号

政治倫理審査会委員の委嘱について

 上尾市政治倫理審査会委員に下記の者を委嘱することについて、同意を求

める。  

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

記

○○○○○○○○○○○○

  関  根  貴  生

○○○○○○○○○

提案理由

政治倫理審査会委員関根貴生氏の任期は、令和７年３月３１日で満了と

なるが、同氏を再び委嘱することについて同意を得たいので、上尾市長等

政治倫理条例第１２条第１項の規定により、この案を提出する。
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議案第５１号

政治倫理審査会委員の委嘱について

 上尾市政治倫理審査会委員に下記の者を委嘱することについて、同意を求

める。  

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

記

○○○○○○○○○○○○

  三  角  元  子

○○○○○○○○○

提案理由

政治倫理審査会委員三角元子氏の任期は、令和７年３月３１日で満了と

なるが、同氏を再び委嘱することについて同意を得たいので、上尾市長等

政治倫理条例第１２条第１項の規定により、この案を提出する。
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議案第５２号  

   政治倫理審査会委員の委嘱について  

 上尾市政治倫理審査会委員に下記の者を委嘱することについて、同意を求

める。  

  令和７年２月１７日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

 ○○○○○○○○○○○○  

  渡  辺  英  人  

   ○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

政治倫理審査会委員渡辺英人氏の任期は、令和７年３月３１日で満了と

なるが、同氏を再び委嘱することについて同意を得たいので、上尾市長等

政治倫理条例第１２条第１項の規定により、この案を提出する。
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議案第５３号

政治倫理審査会委員の委嘱について

 上尾市政治倫理審査会委員に下記の者を委嘱することについて、同意を求

める。  

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

記

○○○○○○○○○○○○

  須  藤  和  英

○○○○○○○○○

提案理由

政治倫理審査会委員関篤氏の任期は、令和７年３月３１日で満了となる

が、後任として須藤和英氏を委嘱することについて同意を得たいので、上

尾市長等政治倫理条例第１２条第１項の規定により、この案を提出する。
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議案第５４号

政治倫理審査会委員の委嘱について

 上尾市政治倫理審査会委員に下記の者を委嘱することについて、同意を求

める。  

  令和７年２月１７日提出

上尾市長   畠  山   稔

記

○○○○○○○○○○○○

  吉  澤  恵  子

○○○○○○○○○

提案理由

政治倫理審査会委員佐藤久美子氏の任期は、令和７年３月３１日で満了

となるが、後任として吉澤恵子氏を委嘱することについて同意を得たいの

で、上尾市長等政治倫理条例第１２条第１項の規定により、この案を提出

する。
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